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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎開議の宣告 

〇議長（松浦満雄君）  おはようございます。ただいまの出席議員は定足数に達しており

ますので、会議は成立しました。 

    これから本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎諸般の報告 

〇議長（松浦満雄君） 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 

    本日の一般質問は、通告順によって３番、上山誠君、１番、田中祐典君、７番、

田村せつ君、６番、中村正志君の４人とします。 

    これで諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎一般質問 

〇議長（松浦満雄君） これより本日の議事日程に入ります。 

    日程第１、一般質問を行います。 

    質問通告に基づき、順番に発言を許します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◇３番 上 山   誠 議員 

〇議長（松浦満雄君） 上山誠君。 

             〔３番 上山 誠君登壇〕 

〇３番（上山 誠君） おはようございます。３番、上山誠です。議長の許可をいただき

ましたので、私からは通告しておりました町の防災について質問させていただきま

す。 

    ８月１２日に本県に上陸し大雨を降らせた台風５号や、先日の台風10号など線状

降水帯の発生による豪雨災害、また今年１月に発生した能登半島地震など、近頃の

自然災害は想定外のことが多く、災害に対する対応が難しくなってきています。 

    我が町も、大規模山林火災、豪雨災害などの大規模災害を経験してきました。そ

のようなときに消防団には出動していただきました。町民も消防団の重要性を感じ

たことと思います。 

    私は、６月定例会一般質問で、町の消防団の再編について伺いました。そのとき

の答弁では、消防団の再編、機能別消防団の導入の検討が必要だという回答をいた

だきました。また、３月定例会での同僚議員の質問に、地域リーダーである防災士

の養成、自主防災組織の結成を進めると答弁しています。 

    町は消防団の再編、機能別消防団の導入は急務と感じていると思い、お伺いしま
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す。 

    １、防災士の養成と自主防災組織の結成を進めるための取組状況について伺いた

いと思います。 

    次に、消防団の再編、機能別消防団の導入に向けての町の取組状況について伺い

たいと思います。 

    答弁方、よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君） 上山議員の町の防災についてのご質問にお答えいたします。 

    近年多発している災害から被害を最小限に抑えるためには、発災直後の早い段階

での対応が必要であり、地域住民一人一人が自分たちの地域は自分たちで守るとい

う共助の精神に基づく取組が重要であることは言うまでもありません。 

    自主防災組織には、平時における体制整備と訓練、発災時における初期消火、災

害情報の収集や伝達、避難誘導、被災者の救出・救護、応急手当、給食・給水の実

施といった地域単位での自主的防災活動が求められているところであります。 

    １点目の防災士の養成と自主防災組織の結成を進めるための取組状況についての

ご質問にお答えいたします。防災士の養成につきましては、令和６年４月１日現在

２１名の方が資格者登録されているところであり、本年度も２名の方が防災士養成

研修会へ参加申込みをされたところであります。 

    これまでは結成済みの自主防災組織に対し防災士養成研修会の案内を行い、毎年

２名程度の参加をいただいているところでありますが、未結成の地区が多いことも

踏まえ、今後におきましては広報かるまいやホームページなどで研修会開催の周知

を図り、広く町民から参加を募ることとし、ひいては未結成地区における自主防災

組織化につながるよう進めてまいりたいと考えております。 

    自主防災組織の結成を進めるための取組につきましては、現在、軽米町行政区活

動交付金による支援といたしまして、認定された自主防災組織が属する行政区で年

１回以上防災訓練や研修会等を実施した場合には、交付金に２割を加算した額を交

付しております。 

    また、地域活動支援事業費補助金による支援といたしまして、自主防災組織結成

準備に係る研修会の開催などの事業につきましては４分の３の補助率としているほ

か、結成後の支援には、要援護者対策事業としての高齢者等の世帯に対する除雪支

援に必要な機械購入費や燃料費などの費用、そのほか防災資機材や防災物品を購入

する費用に、それぞれ限度額はございますが、補助率は結成後３年までは４分の３、

４年目以降は３分の２としております。 

    これまで申し上げました補助金による支援内容や自主防災組織の必要性や結成に
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向けた取組の推進について広報を実施してきたところでありますが、町としてのＰ

Ｒ活動が必ずしも十分でなかったことも踏まえ、行政連絡区長や町内会長をはじめ

町民に対する広報活動をより一層強化徹底してまいります。 

    次に、消防団の再編についてのご質問にお答えいたします。軽米町消防団は、地

域防災の中核として地域に密着した町民の安心安全のため日々活動しておりますが、

近年における人口減少、少子高齢化、農業従事者の減少やサラリーマンの増加によ

る消防団員の減少に関しましては、当町だけに限らず、全国的な大きな課題となっ

ております。 

    こうした状況から、消防団の再編につきましては消防団員の成り手不足解消に向

けた一つの選択肢とすることはやむを得ないものと考えているところでございます

が、８月１２日に本県に上陸・横断した台風５号に対して消防団員が警戒活動に対

応したように、仮に町内全域が水防の対象となった場合、分団部の数が減少すれば、

それだけ対応力が低下するだけでなく、広い管轄区域に対応しなければならず、消

防団がより大きな負担を担うことになりかねません。 

    また、統廃合により部がなくなった地域においては、災害発生時に消防団や常備

消防などの外部からの即時の対応が困難となる場合もあり、有事における地域の消

防力の低下を招くおそれがあるのではないかと考えております。 

    これら消防団の特性である地域密着性、災害時における即応対応力の観点から、

現時点では消防団の再編を早急に進めていく考えはございませんが、消防団と地域

を取り巻く状況と課題は常に変化しており、消防活動を円滑に行うため、また地域

の消防力を維持するためには今後どのような消防団組織の在り方が最も望ましいの

か、消防団の再編、機能別消防団員の導入も含め、消防団と意見交換を図りながら

引き続き検討してまいります。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 上山誠君。 

             〔３番 上山 誠君登壇〕 

〇３番（上山  誠君） 答弁ありがとうございます。ということは、消防団に関しては今

のところ考えがないということのようですが、果たしてそれでよろしいのでしょう

か。消防団の団員たちは本当に苦労して、どこの部を聞いても１５名程度の定員に

対して１桁、９名、８名ぐらいしかおりません。それでどうやってその一つの部が

賄っていけるのでしょうか。一人一人の負担が大き過ぎるのも問題だと思います。

再編してまとめて対応するほうがよろしいのではないかという消防団員の意見を私

はよく伺っております、その少ないところの団員から。 

    という立場で私はこの質問をしているわけではございますが、総務省の消防庁の

ホームページをちょっと調べてみて、８月３０日の発表で、令和６年４月１日時点
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での消防団の組織概要等に関する調査の結果が出ていました。消防団員数は７４万

６，６８１人で、退団者が５万６，０７１人、入団した方が４万８２人で、団員数

は１万５，９８９人全国で減少していると。しかし、女性団員は２万８，５９５人、

６４１人増えている。そして、学生団員を募集しているところもあって、学生団員

は７，１２２人、５６０人、今年度も増えている。機能別消防団員は３万７，５８

０人いて、２，８９０人増えているそうです。 

    年々こうやって増加傾向のある機能別消防団員、また女性消防団員を増やすこと

も必要なのではないかと思うので、機能別団員制度は７５０市区町村が今取り組ん

でいると。そのうち、今年は４５市町村が増えたということになっているそうです。  

    岩手県では一番早く取り組んだのは金ケ崎町で、平成１９年から取り組んだよう

で、今年は北上市が４月から募集をしているようです。 

    町のホームページで防災について見ると、平成２８年に出した軽米町地域防災計

画、また令和３年に出している軽米町総合発展計画、また令和４年に出している軽

米町国土強靱化地域計画、全ての計画で消防団再編と機能別消防団員制度の導入が

必要だと書いてあります。これだけ計画にのせていて実行されないことは、それは

ちょっとおかしいのではないかと私は思うのですが、改めてこの消防団については

早急に計画を立てて実行することが必要なのではないかと思いますが、そこを１点

目で伺いたいと思います。 

    そして、防災士とか自主防災組織のことなのですが、まず２名程度ずつ増えてい

るのは分かります。では、もっと地域全般に広めるためにはどうしたらいいと思う

かということなのですが、防災士を増やす面で考えたら、消防団員に募集をかけて

みたらどうなのでしょうか。地域全体に広がっていって、その人たちが消防団をや

めてから機能別消防団に入るとか、そういうときにも使えるし、消防団員の防災意

識の高まりにもつながるのではないかと思うのです。そして、自主防災組織をそこ

で結成する運びにもつながるのかもなということがあるのではないかと思うので、

消防団の団員等に募集をかけるのはどうなのかなという２点を検討されてはどうか

という質問をします。ひとつよろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 総務課長、日山一則君。 

             〔総務課長 日山一則君登壇〕 

〇総務課長（日山一則君） それでは、ただいまの再質問についてお答え申し上げます。 

    上山議員おっしゃるとおり、消防団の再編は早急に行うべきものではないかとい

うご質問でございました。様々な計画等におきましてもそういった必要性は認識し

て計画にも掲載しているとおりでございますし、また少数地区の部等のそういった

団員の声も耳にしておるところでございます。 

    町長が先ほど答弁申し上げましたとおり、早急にという言葉申し上げましたが、
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再編の必要性は十分認識している中で、今すぐにということでなく、今本部との調

整あるいは団員からのそういった情報を聞き取りしながら、そこは重要課題という

ことで、より一層再編についても計画を早めに検討していくというような形にした

いというふうに考えておるものでございます。 

    それから、防災士あるいは自主防災組織、防災士のほうは２１名、組織のほうは

１２組織ということで、自主防災組織も令和５年の４月に小玉川地区で結成されて

以来、ちょっと１年以上新たな結成はない状況にございます。新たに自主防災組織

をやっぱり広げていくということは、非常に重要なことでございます。 

    いろいろ今ご提案ございました消防団の方への例えば防災士の勧奨あるいは募集

というようなことも、当然ながら必要なことと考えております。現在防災士の講習

会のほうへは年間２名ほどという答弁申し上げましたが、お一人四、五万円の研修

費用といいますか、その資格取得のための研修会がございまして、２名ほどの経費

につきましては予算化させていただきまして防災士を募集しているところでござい

ます。 

    引き続き予算面も、そういった助成の額も当然ながらこういった人数を増やして

いくためには必要な経費と捉えながら、その辺も予算のほうにお諮りするような形

で進めてまいりますし、ご提言のありましたその消防団あるいは広域の消防等を退

職されていらっしゃる地域の町民の方にも、そういったリーダーとしての役割を担

っていただけるような形で勧奨を進めながら全町的に取り組んでまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 上山誠君。 

             〔３番 上山 誠君登壇〕 

〇３番（上山  誠君） 答弁ありがとうございます。防災士の養成にはお金がかかるとい

うのも分かります。２名程度というのも分かります。本当はもっと予算をつけてや

れば、古い話でいけば各地域で考えると旧村単位の感覚で３名程度とか、そういう

のがよろしいのかと思いますが、引き続きそれは検討していただければと思います。  

    消防団の再編に関してなのですが、しつこいようなのですが、少ないところは本

当に大変なのです。当局の意見も分かります。消防団の本部側からすると、動かす

駒数が多いとやっぱり見やすいというのは分かります。ただ、少ない人数で動かさ

れるほうは大変なのです。そういうことも考えていただきたい。 

    あと、婦人消防協力隊がたしか自主防災組織の一つになっていて、これが８団体

だか、最初の結成当時、自主防災を始めたときの最初の団体数だったと思いますが、

この婦人消防協力隊も人数が減ってきて、防災組織があると言いながら、徐々に減

っていくのではないかという、婦人消防協力隊の在り方も考えていかなければなら
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ないのではないかと私は思っているので、この婦人消防協力隊も引き続き、なくな

らないよう、婦人消防協力隊たちは火事場の炊き出しとかそういうことをよくやっ

ていただく人たちなので、火事があったときに必要なところなのですが、前回も言

ったと思いますが、観音林地区で火事があったときに炊き出しもなかったというこ

ともありますので、実際もうそういうところに組織がない。そこの消防団も数名程

度しかいなくて出動できなかったみたいなこともあるので、これはもうそういうこ

とが起きている、現実に少なくて動けない分団が出ているということなのです。そ

こはやっぱり当局も感じていただいて、団員たちからアンケートを取ってやってい

ただく。意見を聞きながらと言っておりましたが、アンケートでも何でも取って、

再編していただきたいか、いただきたくないかということを聞いて、消防団本部か

らではなくて、団員たちのほうから聞いていただきたい。消防団本部は多分そうは

言わないような気がいたします、私は。なので、全体の意見をうまく取り入れてい

ただきたいなという、声を聞いていただきたいというのが私の質問です。なので、

再度、しつこいようですが、検討していただきたい。町長自体の意見はどうなのか

をお伺いしたいと思います。率直な意見をお伺いします。よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  いろいろこの災害、消火、様々担っていただく消防団の分団の方

々の声というのは非常に大事だと思いますので、今ご提言いただいたような意見等

は十分聞きながら進めてまいりたいというふうに思います。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◇１番 田 中 祐 典 議員 

〇議長（松浦満雄君） それでは、次の質問者に移ります。 

    田中祐典君。 

             〔１番 田中祐典君登壇〕 

〇１番（田中祐典君）  おはようございます。１番、田中祐典です。議長の許可をいただ

きましたので、通告しておきました２項についてお伺いいたします。 

    １項め、軽米町ホームページの運用についてお伺いします。この前、子育て

（親）世代と一緒に少子化を考える懇談会でのお話の中で、ホームページについて

かなりの話題が出ました。３地区でも同じような感じでした。 

    いろんな事業があってもなかなか、単品ではあるのですが、関連して見られると

いうことではないということのお話が多かったような気がします。そういう思いが

ありますので、これからどのような改善をしていく必要があるか、計画について町

長の考えをお伺いいたします。よろしくお願いします。 
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〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  田中議員の町のホームページの運用についてのご質問にお答えい

たします。 

    町のホームページは、平成８年１２月に運用を開始し、その後数回のリニューア

ルを行い、平成２９年４月から現在のものとなっており、トップページ、全体のデ

ザインなどの大枠の部分は専門業者に作成を依頼し、その後は各課で必要な情報や

記事を作成していく手法で運用しております。 

    現在の方法は、情報を早く提供できるというメリットもある反面、ご指摘の見や

すさや関連情報を分かりやすく表示するなどが十分にできず、専門業者に委託した

場合と比較すれば劣る部分はあると考えております。 

    現在は、ホームページによる情報発信のみならず、旧ＴｗｉｔｔｅｒのＸ、ＬＩ

ＮＥなどのＳＮＳを活用した情報発信にも力を入れており、影響力や人気度の指標

と言われているフォロワー数が令和４年度の８２０人から本年７月末で２，１０７

人と増加しており、町民のみならず本町に興味を持っていただいている方々には各

種生活情報、イベント情報などの必要な情報を入手できる状況となっております。 

    町のホームページの課題を改善するためには大幅な改修が必要になることから、

他市町村の事例を調査研究しながら検討してまいります。 

    今後も、ホームページの情報の整理や見やすさなどを工夫し、少しでも満足度を

高めるよう努力してまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 田中祐典君。 

             〔１番 田中祐典君登壇〕 

〇１番（田中祐典君）  今お伺いしたところ、最後は平成２９年ということですけれども、

もう６年ほど、今の流れですと、これからについてはちょっとお話が、皆さんを見

ながらということですけれども、確かにシステム改修やプロバイダー契約という経

費がかかっていると思います。そういった中を見据えた計画性が必要と考えますが、

そこら辺の予算、何年という形もやっぱり計画の中に入っていないと、これから単

品でやろうとすると難しくもありますし、そこの予算計画とか、ホームページ改修

とかということについては、何年ぐらいをめどにやっていきたいということでしょ

うか。よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 副町長、江刺家雅弘君。 

             〔副町長 江刺家雅弘君登壇〕 

〇副町長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 

    このホームページにつきましては、今回地域おこし協力隊の方１名、そういった
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ホームページの関係も結構精通した方が来ております。いろいろ地域おこし協力隊

の方からも意見をいただいております。例えばどこどこ町のホームページがすごく

見やすいと思うので、そういった形にしたほうがいいのではないかとか、いろいろ

意見をいただいているところでございます。なので、町でできる部分、私もちょっ

と感じたのですが、例えば宇漢米館の年間の行事みたいなものも、ぱっと見て、ほ

かの方も宇漢米館ができた、７月は何あるのか、８月にはどういったものがあるの

か、９月にはどういったものがあるのか、そういった部分もぱっと見て、例えば宇

漢米館の年間スケジュールとか、ぱっとクリックするとすごい見やすいというよう

な形でやると、例えばほかの方が利用したい、借りたいといった場合でも、ああ、

多目的ホールは予定が入っているのだ、会議室は予定が入っているのだと、非常に

見やすくなるのかなと私も感じました。例えば会議室でもいちいち電話をして、こ

ういったことで使いたいのだけれども、空いていますか、いや、その日は予定が入

っていますので使えませんという会話で終わってしまうよりは、あらかじめホーム

ページの中で予定を見て、この日は埋まっているのでこの日に使用したいと、そう

いった部分でも非常にスムーズにいくのかなということで、今そういった見やすさ、

最初のホームページ全体のイメージを変えるとなると多額な費用も発生してきます

けれども、そういった部分で、部分的に見やすい部分を改修していくというのはで

きることなので、そういった部分も今指示して、いずれ利用者が見やすくて、そう

いった部分でどんどん、町のほうで単独でできる部分はやっていきましょうという

ことで、今お願いしているところでございます。 

    先ほど何年にそういった大幅な改修を予定しているかというご質問でしたけれど

も、では来年という具体的な部分にはちょっと回答をしかねますけれども、例えば

そういった部分、他市町村のいい部分を吸収して、こういったホームページにリニ

ューアルすればいいなというふうな結果が出て、そういうふうなまとまりが出た時

点で、早い時点で利用者にとって利用しやすいようなホームページの作成に心がけ

て進めてまいりたいと考えております。その時期的な部分は大変申し訳ございませ

んが、来年度でもできればそういった改修を進められればとは考えていますけれど

も、現時点では具体的な時期につきましてはちょっと回答しかねますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

    以上、答弁といたします。 

〇議長（松浦満雄君） 田中祐典君。 

             〔１番 田中祐典君登壇〕 

〇１番（田中祐典君）  ありがとうございます。そういう形でできるということがあると

いうことなので、そこら辺はやっぱり全体をシステム改修するのは難しいのですけ

れども、部分部分でできるということは早急にできるということなので、経費も多
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額にかかっていくのは皆さんご存じではあると思うのですけれども、そこら辺の改

修は即できるということなので、やっぱりやっていく、できるところはやっていく

べきで、皆さんそういうふうに思っていると思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

    ホームページに関しては以上で終わりたいと思います。 

    関連しているので、２項めの自治体のデジタル化についての考えをお伺いします。

働く環境の中でデジタル化による自治体本来の姿の回復とか、住民サービスのデジ

タル化によるコストの削減と安心の確保とか、地域を超えたデジタル連携による幸

せな暮らしの実現ということも言われていますが、町長のお考えをお伺いいたしま

す。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  田中議員の自治体デジタル化についてのご質問にお答えいたしま

す。 

    令和４年６月、デジタル社会の実現に向けた重点計画が閣議決定され、自治体に

おいては、行政サービスについてデジタル技術やデータを活用して住民の利便性を

向上させるとともに、デジタル技術やＡＩ等の活用により業務効率化を図り、人的

資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくことが求められております。 

    労働人口の減少に伴う職員や地域の担い手の減少と住民のライフスタイルの変化

に伴うニーズの多様化により行政の業務量は年々増加しており、持続可能な行政運

営にはデジタル技術による事務の効率化、省力化は必要不可欠となっております。 

    さらに、新型コロナウイルスの感染拡大を契機として非対面、非接触によるやり

取りが主流となったことも、デジタル化を推進する一因となっております。 

    当町では、住民と自治体の接点であるフロントヤードの多様化・充実化を重点と

し、一部申請やイベント申込みのオンライン化を進めております。 

    また、事務の効率化、省力化を進めるため、電子決裁や内部チャットツールの導

入などを進めております。 

    今後につきましては、先行自治体の事例の情報収集に努め、当町に即したデジタ

ル化を進めてまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 田中祐典君。 

             〔１番 田中祐典君登壇〕 

〇１番（田中祐典君）  ありがとうございます。そういう形でいろんなところでもデジタ

ル化が進んでいるみたいです。農業関係でもそういうタブレットを持って業者とや

り取りをするというところまでもう始まっているみたいなので、行政もやっぱりそ
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こら辺、今、とても人材が足りなくて、そこのカバーができるのはそこになり始め

ているのかなという感じがいたします。 

    そういった中で、いろんな業種のつながりも、こういうことで医療関係も、どの

人が見ても、次の人が分かりやすくデジタル化にされている。文書だと見開いて確

認できなくて、次の人に伝達ができないということも今まであったかと思うのです

が、そういう形でのデジタル化はぜひ必要であって、次に向かっていくものである

と思います。 

    この前新聞にもありましたが、デジタルについての回覧はどうかなということで

八戸市でアンケートを取った結果、若者は７割、８割はもうデジタルの回覧でいい

よと、ただ２割、３割の年配の方々はそれは難しいよというアンケート結果のよう

でしたけれども、そこら辺も前もってどういう流れをつくっていけば、そのできな

い人たちにつなげていくかという形になっていくと思うのですけれども、そこの理

解をしていく方法とかということは考えていらっしゃいますか。１つお伺いします。  

〇議長（松浦満雄君） 総務課長、日山一則君。 

             〔総務課長 日山一則君登壇〕 

〇総務課長（日山一則君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 

    八戸市の例ということで、そういったデジタルの回覧ということでございました。

当然若い方は、もうスマホとか、タブレットとか、そういったコンピューター等に

は精通されておりますので、柔軟に対応できるかと思います。アンケートにありま

した２割、３割のその高齢の方、そういったデジタルに不慣れな方ということでご

ざいました。そういった方に対してもやはりそういった周知は必要と考えておりま

す。 

    町では、スマホ教室という形で、そういった方を対象に募集して、年数回そうい

った教室も昨年度実施しております。そういった形でのデジタルへなじむような周

知という部分については、認識して、努めてまいりたいと考えております。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦満雄君） 田中祐典君。 

             〔１番 田中祐典君登壇〕 

〇１番（田中祐典君）  ありがとうございます。そういった形で年配の方々とのこれから

の対策について、軽米町では寿大学ということでも年配の人たちに機会を与えてい

ると思いますので、そういう形の場でも可能にしていく必要があるのではないかな

ということも考えます。 

    あと、医療機関でもやっぱりそこの人材育成が必要になってくると思うのですけ

れども、そういうデジタル化に進めての勉強していただく方々の養成をしたときに、

奨学金を出して、もし町で何年間利用したら、こう医療関係とか獣医関係はありま
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すけれども、そういった形も今後考えて人材育成をしていってもいいのではないか

と思うのですが、奨学金を出して就農していただいたら何年間で無償になりますと

いう形も今後考えて、人材育成の確保にもつなげていくことも考えてはいかがかと

思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（松浦満雄君） 副町長、江刺家雅弘君。 

             〔副町長 江刺家雅弘君登壇〕 

〇副町長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    田中議員からご提案いただいた、そういった形で人材を育成するということも、

一つのこれは手段なのかなというところでは捉えさせていただきました。このデジ

タル化につきましては、国を挙げて進めていくというようなことでございますが、

なかなか町の職員でそういったデジタル化のそういったプロの職員というのも実際

はおりません。そういった中で、様々研修に行ってもらって、いろいろ推進に当た

っての講習なんか受けてもらって、今現在進めているという状況でございます。若

い方でそういった方を今おっしゃったような形で養成していくというのもあれです

し、今、国とか県でもそういった方を、人材を、例えば期間を限定して派遣すると

いうような制度もございます。なので、そういった部分と組み合わせながら、まず

はどういった形で、どういった部分、できる部分は職員でも電子決裁やら何やら進

めてはいるのですが、やっぱり進めていく順番、手段というものがありますので、

その辺をきちっと見極めた上で、例えばそういった方法を考えたり、そういった人

材を養成してやるなりして、いずれデジタル化に向けて進めてまいりたいと考えて

おります。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦満雄君） 答弁漏れですか。 

    では、特別に、田中祐典君。 

             〔１番 田中祐典君登壇〕 

〇１番（田中祐典君）  すみません、答弁漏れではありませんが、取り組み方が遅れると

どんどん遅れていきますので、考えているうちにデジタル化は進みますので、早急

に進めてもらいたいなというふうな意見で終わりたいと思います。ありがとうござ

います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◇７番 田 村 せ つ 議員 

〇議長（松浦満雄君） それでは、次の質問者に移ります。 

    田村せつ君。 

             〔７番 田村せつ君登壇〕 

〇７番（田村せつ君）  ７番、田村せつです。議長の許可をいただきましたので、私から
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は通告しておりました２項目についてお伺いします。 

    初めに、障がい福祉サービスの充実についてお伺いします。一般的に、障がい者

に対する支援の質の低下が懸念されます。近年、障がいのある人々を取り巻く環境

は、著しく変化しております。障がいのある人が地域で安心して自立した生活を送

り続けていくことができるよう、障がい福祉サービスの充実がますます求められて

きます。 

    令和６年度の町長の施政方針の中でも、障がいを持った人へ自立支援給付や地域

生活支援事業の実施とあり、障がいを持った人などに対して様々な障がい程度に応

じた適切な支援や事業がなされていると思っています。 

    そこで、次のことをお伺いします。軽米には支援学校がないので、町内の養護学

校や特別支援学校に通所している子たちがいると聞いております。中には、毎日送

り迎えしている保護者もいると聞きます。大変なことだと思います。そこで、送り

迎えしている保護者に交通費の助成をしてはどうかと考えますが、交通への支援制

度についての考えをお伺いします。 

    また、障がいを持った人の中には、大人になっても家族の手助けがないと日常生

活が困難であると聞きます。家族は、自分たちが元気なうちはいいが、高齢になり

面倒を見ることが困難になった場合のことを考えると不安であり、心配だと言いま

す。 

    １８歳以上で様々な障がい程度に応じて入所可能な共同生活援助、つまりグルー

プホームがあると聞きました。家族の人たちは、軽米町にそのグループホームがあ

れば安心だと言います。そこで、グループホームの設置について町の考えをお伺い

します。 

    以上２点につきまして、答弁よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  田村議員の障がい福祉サービスの充実についてのご質問にお答え

いたします。 

    １点目の町外の養護学校や特別支援学校に通学している児童生徒の保護者への交

通費を助成してはどうかとの質問にお答えいたします。 

    特別支援学校へ就学する場合は岩手県特別支援教育就学奨励制度があり、保護者

の収入状況により支給率は異なりますが、交通費のほか教科用図書費、給食、学用

品費などが県から支給されております。 

    しかしながら、公共交通機関を利用して通学することが難しい場合は、自家用車

による保護者の送迎となれば、経済的負担軽減策があるとはいえ、精神的な負担も

大きいと感じております。 
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    今後は、安心して通学できるような支援体制の充実を国・県に働きかけるととも

に、必要に応じ保健師による児童・生徒、ご家族の心のケアなどの支援を行ってま

いりたいと考えております。 

    次に、障がい者グループホームの設置の必要性についてのご質問にお答えいたし

ます。 

    障がい者グループホームは、食事、入浴及び清掃等の日常生活を送るために必要

なサービスを受けながら共同生活を送る場であり、住み慣れた地域で安心して暮ら

すことのできる場の提供は、町における福祉資源の充実に寄与するものと考えてお

ります。 

    町には社会福祉法人で運営されている障がい者支援施設等はございますが、障が

い者グループホームについてはサービスの提供を行えていない状況にございます。 

    また、障がい者グループホームの運営方法は、入所施設のような大きな建物を利

用したものだけではなく、空き家を利用して地域に溶け込む形で運営しているもの

など、多様な運営方法があるようでございます。 

    障がい者の方が地域社会の一員として自立した生活を送り、地域と共生していく

ために必要な障がい者グループホームでございますが、サービスの提供を行うため

には運営主体の確保や周辺住民のご理解が必要不可欠でございます。 

    今後、福祉関係機関や民間事業者等と連携するとともに、障がいを持つ方、その

ご家族にご協力をいただきながら、ニーズを把握しつつ、先進事例を参考としなが

ら、適切な場所や運営方法等、町の実情に合ったサービスの提供について検討して

まいります。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 田村せつ君。 

             〔７番 田村せつ君登壇〕 

〇７番（田村せつ君）  答弁ありがとうございました。家族の人たちは、軽米町にぜひグ

ループホームをと要望しております。ただいまの答弁を聞きまして、いろいろ前向

きに考えてくださることを確認いたしました。 

    関連しまして再質問いたします。軽米町には就労支援施設として地域活動支援セ

ンターふれあいと就労継続支援Ｂ型こぶしと２か所ありますが、向川原にあるふれ

あい作業所では前にはかりんとうを作っていましたが、今は作っていないと聞きま

した。評判のかりんとうで、ミル・みるハウスなどでも販売されていました。その

かりんとうを作らなくなったので、仕事がない状態だと聞きました。働くという意

識があっても仕事がないと働くことができなくなり、徐々に働くという意欲が失せ

てきてひきこもりになるおそれも出てくると心配しますが、今はどんな仕事をして

いるのでしょうか。仕事のない状態が続いているのでしょうか。このことについて
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町としてはどのように捉えているのか、お伺いします。よろしくお願いいたします。  

〇議長（松浦満雄君） 健康福祉課長、竹澤泰司君。 

             〔健康福祉課長 竹澤泰司君登壇〕 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君） 田村議員の再質問に回答させていただきます。 

    作業所では以前はかりんとうを作っていたようでございますが、かりんとうを作

る指導者の方の退職に伴い、現在は作られていないように伺っております。 

    現在の仕事につきましては、精密部品等の製造等を行っているように伺っており

ます。今後についても、仕事の確保に向けて、社会福祉協議会等と連携しながら指

導者の育成等に努めてまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 田村せつ君。 

             〔７番 田村せつ君登壇〕 

〇７番（田村せつ君）  ありがとうございました。先日、産業建設常任委員会の視察研修

で、一関市の千厩町にあるかさい農産を視察してきました。そこは、就労継続支援

事業所を併設しており、障がいのある方たちと一緒に作業をしているということで

す。仕事があって、みんなと一緒に働けるということは、生きる意欲につながって

いくと感じてきました。軽米町でもその仕事がずっと続くよう、願うものでありま

す。 

    障がい福祉は、知れば知るほど奥が深く、いろいろな課題があるようです。例え

ば表に出てくる人はいいけれども、家から出てこないで引きこもっている人もいる

と聞きました。それに、災害で避難所を設置する場合は一般の人とは別に福祉避難

所も設置してほしいとか、あと６５歳を過ぎれば介護保険になるからいいけれども、

６４歳までは障がい福祉の対象だと言います。それで、介護保険サービスを受ける

前の障がいサービスの充実が必要不可欠だと言います。障がいの程度も様々で、個

別に対応した支援が必要となってきます。 

    幼児教育は子育ての基本です。子育て日本一を達成するためには、生まれたとき

から全ての子供に対応できる制度が求められてくると思います。障がいのある人た

ちも安心して地域で生活し続けることができるよう、地域における障がい福祉サー

ビスの充実をお願いしまして、次の質問に移ります。 

    次は、子育て環境でお伺いします。先般、人口減少・少子化対策調査特別委員会

の主催で、子育て（親）世代と一緒に少子化を考える懇談会を開催しました。その

際、軽米町は子育て支援がとても充実していて、子育てしやすい町だと言います。

ただ、環境面においては、町には子供を遊ばせる広い公園がないため、町外まで連

れていって遊ばせていると言います。町に公園があればいいと考えました。町長の

６期目の公約に子供の遊び場の整備とありますが、公園の整備についてはどのよう
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に考えるのか、お伺いします。 

    また、子供が病気になったとき、仕事を休めなくて困ったことがあった。一時預

かり保育は始まっていて利用しているが、病児保育もあれば助かると言います。 

    公園の整備、病児保育についての町の考えをお伺いします。 

    答弁よろしくお願いいたします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君） 田村議員の子育て環境についてのご質問にお答えいたします。 

    １点目の子供の遊び場の整備についてのご質問にお答えいたします。子供や多世

代が集い、遊べる施設の整備については、子育て世代の要望を踏まえ、令和５年度

に向川原地区親水公園を改修し、公園のシンボルとなる幼児用複合遊具やスプリン

グ遊具、健康遊具、バランスボードの４つの遊具を整備したところであります。 

    今後の子供の遊び場の整備については、雪谷川ダムフォリストパーク・軽米をは

じめとする既存公園に町内外の集客向上にもつながるような遊具等の整備や町の遊

休地の利活用等も含め、総合的に検討してまいりたいと考えております。 

    次に、病児保育事業についての質問にお答えいたします。病児保育・病後児保育

事業とは、病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院や保育所等においてお子

様を一時的に保育するための事業でございます。 

    病児保育事業は、症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないこ

とから、集団保育が困難なお子様を一時的にお預かりするものでございます。どの

ような病気や症状でも必ず利用できるものではなく、ノロウイルスやインフルエン

ザ等の伝染性疾病の急性期には利用できず、またその他の病気の場合にあっても医

師から病児保育の利用の許可が出ないと利用することができないものでございます。  

    また、病後児保育事業とは、病気の回復期ではあるが、まだ集団保育には適さな

い状態のお子様を一時的にお預かりするものでございます。病気の回復期とは、急

性期・感染力が強い時期を超え、主治医が安静を十分に考慮した保育であれば症状

が再び悪化することがないと診断した状態の時期をいいます。 

    また、病児保育・病後児保育事業を行う上では、施設整備や人員の要件が定めら

れております。保育のための専用のスペースと静養または隔離のできる安静室の確

保、保育に当たる保育士と看護師は最低１名ずつ必要となります。 

    久慈・二戸管内では久慈市と二戸市、一戸町に病児保育施設がございますが、い

ずれも医療機関に併設された施設であり、利用日当日に必要な診察や急変時の対応

が病児保育施設内で行うことができる環境が整っております。 

    今後、当町で病児保育・病後児保育を実施する場合も、保護者の送迎等の負担と

お子様の体調の急変時の対応を考慮し、医療機関に併設された場所であることが望
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ましいと考えております。また、町内の保育施設等の既存の施設内で行う場合は、

病児保育用の専用入り口、保育室、安静室、病児保育利用者専用のトイレ、手洗い

場の確保に併せ、看護師、保育士の人材確保などの課題がございます。また、病児

保育利用前の診察や病状急変時に対応していただく医師の確保も当然必要になるも

のと考えております。 

    以上のことから、当町での病児保育・病後児保育事業の実施につきまして現時点

ではかなり難しいものと考えておりますが、子ども・子育て支援施策のより一層の

充実を図るためにも、病児保育・病後児保育の広域利用も含め、実施の可能性を検

討してまいります。 

    今後も、子供を安心して産み育てられる町づくりのため、保育環境の充実に取り

組んでまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 田村せつ君。 

             〔７番 田村せつ君登壇〕 

〇７番（田村せつ君）  答弁ありがとうございました。向川原の防災センターのところに

設置した遊具は、大きい子供は遊べないと言います。小学生くらいまで遊べる遊具

があって、広い遊び場、公園を要望しています。 

    そこで、あちこち点在するのではなく、せっかく立派な宇漢米館ができたので、

その周辺に遊び場も整備してはいかがでしょうかと考えました。 

    また、病児保育もいろいろ規制があって、なかなか設置するのは大変だと思いま

す。そこで、ふれあいセンターで開始するというふうな考えはいかがでしょうか。

ふれあいセンターは、保健師の中には看護師の資格もある人もいますし、病院も隣

接しているので、あと中は保育する場所とかそういうのは造り直さなければならな

いのですけれども、最適と考えますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  ただいまの議員のご提言をしっかりと受け止めながら、今後もい

ろいろ検討してまいりたいというふうに考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 田村せつ君。 

             〔７番 田村せつ君登壇〕 

〇７番（田村せつ君）  ありがとうございました。いろいろ申し上げましたが、子育て日

本一を目指している軽米町です。軽米町の大切な子供たちのため、ぜひ実現に向け

て検討してくださることを要望いたしまして、私の質問は終わります。 
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〇議長（松浦満雄君） それでは、ここで暫時休憩をしたいと思います。 

午前１１時０２分 休憩 

――――――――――――― 

午前１１時１４分 再開 

〇議長（松浦満雄君） それでは、再開いたします。 

    一般質問を続けます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◇６番 中 村 正 志 議員 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  ６番、中村正志です。私からは、今年度計画された事業の進捗状

況及び今後の進め方などについて、細かい内容の質問となることと思いますが、簡

潔かつ明快な答弁を期待し、７項目について質問させていただきます。よろしくお

願いします。 

    第１点目です。昨年９月に廃止されました町立青少年ホームの解体費用として１，

５５１万８，０００円の予算計上をされておりましたが、半年近く経過しておりま

すが、工事に入るような状況ではないようですが、進捗状況についてお伺いします。  

    また、青少年ホームを解体した後の跡地の活用をどのように考えているのか、併

せてお伺いします。町議会では昨年１２月に、議会総意で若者世代用住宅を提案し

ております。青少年ホーム解体後の跡地は適地と思われますが、そのことを含めて

のお考えもお伺いします。 

    また、町として若者世代用住宅の建設計画が進められているのか。さきの政務報

告では、７月に若者定住促進プロジェクトを立ち上げたと報告されましたが、若者

定住促進のための住宅建設の計画も議論されているのか、お伺いします。 

    以上、答弁方よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  中村議員の青少年ホームの解体及び跡地活用についてのご質問に

お答えいたします。 

    まず、１点目のご質問ですが、旧青少年ホームの解体につきましては、解体工事

に係る設計監理業務の入札を執行し、６月２１日付で委託契約を締結しております。

今現在詳細設計を進めている段階であり、設計書が調い次第解体工事に係る入札及

び契約事務を行い、解体工事を進めることとしております。 

    ２点目の解体後の跡地の活用をどのように考えているのかのご質問でありますが、

旧青少年ホーム跡地は萩田地区にあり、周辺に公営住宅、老人福祉施設、医療機関、
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誘致企業、少し足を延ばせば商業施設がある立地条件から、跡地は様々な活用方法

が可能であると考えております。 

    ３点目の人口減少・少子化対策調査特別委員会による令和５年１２月の中間報告

書において、町議会総意で若者世代用住宅整備に関わる提案をいただいており、青

少年ホーム跡地を若者住宅として活用していくかどうかのご質問でございますが、

若者定住対策については町が重点的に取り組むべき事業として各課横断のプロジェ

クト事業に位置づけることとし、本年７月に若者定住促進プロジェクトを立ち上げ

たところであります。 

    プロジェクトでは、町の遊休地の状況、既存住宅の改修支援、若者自らが住宅整

備する場合の支援、賃貸借住宅の充実、民間住宅・空き家住宅の活用、省エネ住宅

・省エネ家電の導入支援など多方面から検討し、限りある財源の中で町にとってど

のような方法が効果的であるかなどを見極めながら制度設計を進めてまいりたいと

考えております。 

    旧青少年ホーム跡地については、遊休地の一つであることから、若者定住のため

の住宅整備も含め、有効な活用策について考えてまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  青少年ホームのほうは、もう委託契約されたということでござい

ます。今事務のほうを進めているということですが、では具体的に解体が完了する

のはいつ頃を予定しているのか、まず１つお伺いしたい。 

    それから次に、若者定住促進プロジェクトを立ち上げたと、非常にいいことだな

と私は思います。ただ、若い人たちのというか、横断的なプロジェクトだとは思う

のですけれども、そこだけで果たしてどれだけの成果を上げられるのかなというふ

うなことをちょっと、私は役場内だけでは疑問を感じる。というよりは、私はこの

若者定住促進プロジェクトを一つの勉強会にしてはいかがでしょうか。勉強会にし

ながら、職員の資質向上を図りながら、またそれらの中から新たなアイデアを出し

合いながら、そして新たな施策を生み出していくというふうな順番でいく必要があ

るのではないかなと。今現在だけの職員の能力と言えば失礼ですけれども、持って

いる資質だけで果たして今お話しされたような若者定住促進の内容等が解決まで導

き出せるのかなということをちょっと疑問に感じます。 

    というのも、三、四年前に、実は私の同級生で大学の教授をやっている人がおり

まして、そういえば役場の若い人たちと懇談する場をつくりたいのだけれども、い

かがでしょうかというふうなことでメール交換をさせていただいていました。こう

いう若者定住プロジェクトができたのであれば、そういうふうな場にその方を呼ん
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で一緒に勉強会をすればいいなというふうにちょっと思ったのですけれども、残念

ながら私の同級生の方はちょっと３月に大学を退官した後、６月に急逝したという

ことで、非常に残念な思いでありますけれども、その方に限らず、軽米町出身の方

でなくても、そういうふうな方が県内、国内、あちこち探せばいるのではないかな

と。ですから、若者定住プロジェクトにはやはりアドバイザー的なそういう講師を

呼びながら、一緒に勉強会しながら、そういう今の軽米町の課題を解決するための

プロジェクトを解決していくような流れに持っていく必要があるのではないかなと

思いますが、その辺のところをどのように承りますか、再度お伺いしたいと思いま

す。 

    この２つをお願いいたします。 

〇議長（松浦満雄君） 副町長、江刺家雅弘君。 

             〔副町長 江刺家雅弘君登壇〕 

〇副町長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 

    青少年ホームの解体はいつ頃かという第１点目でございましたけれども、いずれ

今年度の事業で完了することとなっておりますので、３月末までには解体が終わる

ということでございます。 

    それから、若者定住促進プロジェクトの考え方でございますけれども、窓口は政

策推進課が窓口となって、各課横断的に担当を決めていろいろ様々なご意見をいた

だいて、それを集約して事業に反映させていくというものでございます。 

    当然アドバイザー的な方も必要ではないかということですけれども、それはケー

ス・バイ・ケースということで、若者定住住宅というか、移住・定住向けの若い世

代に利用してもらえる住宅ということで考えてございますし、時期的な部分は、来

年整備に入るという具体的なところまでは申し上げることはできませんけれども、

ただこの若者住宅・移住住宅につきましては町長からも指示がありまして、いずれ

早急的に進めていくと、建設していくという一つの目的はもうある程度決まってご

ざいます。時期的なものについては、まだちょっと明確にはできませんけれども。 

    そういった中で、今２回目の会議が終わったのですけれども、今、各課の方々に

依頼しているのは、そういった若い定住向けの住宅、九戸村等でもいろいろ建設し

てございますけれども、ただ私は指示しているのは、この八戸市、久慈市、二戸管

内の若い世代、ご夫婦、そういった方々が将来的に動産、財産を持てない、ずっと

例えばアパート暮らしで終わってしまう、そういったような方をターゲットとして、

どういった住宅にすればよそから来て入居して、軽米町に移住してもらえるのか。

それは当然県外の方も対象としますけれども、そういった部分でどういった住宅が

いいのか。具体的に平家がいいのか、２階建てがいいのか。前にもお話ししました

けれども、私は一つの案として、例えば光熱費がゼロ円、太陽光だとか、今バッテ
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リーですか、性能のいいバッテリー等も出ています。ガラスでも電気を発電できる

ような、そういったものも出ております。なので、光熱費ゼロ円住宅というような

部分だとか、そういったいろいろな、様々な細かい部分、予算的な部分は全然考え

ないで、いずれ夫婦、２人ぐらいの子供たちがゆとりを持って暮らせる魅力のある

住宅というものはどういった住宅にすればいいのかというふうなものを今考えてく

れということで指示しております。 

    だんだんにいろいろまとまってくると思うのですが、その次に、先ほどもありま

したけれども、青少年ホームの跡地も一つの候補地かなと私は考えております。公

営住宅、町営住宅が集約しているので、管理上一番適しているのかなと思いますけ

れども、ただそうなると町内の商店街の皆さんにはほど遠い。 

    そういったことになると、今現在、高校の寮ですか、今年県のほうで発注して、

今度解体しますけれども、解体すると一つの広場にもなってきます。例えばそうい

った部分に計画すれば、町内の商店でも買物する方も幾らかでも増えるのかなとか、

そういった部分をいろいろ考えて、まずはどういったモデル住宅がいいのか。次に、

場所的な部分、そういった部分をプロジェクトの中でいろいろ案を出してもらって、

いざ、ではその財源としてどういった財源が活用できるのか、そういった具体的な

部分は政策推進課の中でいろいろ予算を確保するのを課で考えていただいて、その

辺がまとまった時点で町長のほうにも説明をして、では具体的にいつから始めるか、

そういった具体的な日程的な部分を相談して進めていきたいなと考えているところ

でございます。 

    なので、プロジェクトを勉強会にと、当然様々な知識もなければならないので、

勉強会も兼ねながら、いろいろご意見をいただきながら、今職員の中でやってござ

います。あとはこれからどんどんそういった課題をプロジェクトの中でいろいろ意

見を出して、統一した、職員の中で共通した考えを持っていただいてやっていきた

いと考えております。その次のプロジェクトも考えておりますけれども、今はまず

この移住向けの住宅のプロジェクトということで考えております。 

    その次の段階とか、様々なテーマの中で、例えばそういった具体的なアドバイザ

ーの方が必要だなあというふうなことになってくれば、例えば大規模な、少し公園

の話も出ていましたけれども、やっぱり室内型の遊具が入った公園だとか、様々な、

そういった部分になってくると専門的な知識を持った方のご意見というのも必要に

なってくるのかなと思っておりますので、必要に応じてそういった部分も検討しな

がら、早急にいずれ現段階の若者の計画について進めてまいりたいと考えておりま

す。 

    以上、答弁といたします。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 
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             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  このことについては３回目です。先ほど青少年ホームの解体、今

年の契約だから３月までに終わればいいのだと。そうではなく、やはりもうこれだ

け進んでいるのであれば、早め、早めに完了させて、逆に言えばその跡地のイメー

ジづくりというものがあって、果たして本当にここは若者の世代住宅として適地な

のかどうかというか、そういうふうなものを見極めながら来年度の予算計画も立て

るというふうな考え方をすべきではないのかなと思いますが、その辺のところを再

度、もう少し急ぐべきと思いますけれども、いかがでしょうか。 

    あと、若者住宅をまず提案しているわけですけれども、やはり先日の懇談会やっ

たときでも、軽米町のアパートが高いと、若い人たちは高くて払えないと、それこ

そ公務員とか、県の職員等であれば住宅手当等で払えるのだけれども、普通の軽米

町に住んでいる人たちだったら軽米町のアパートには住めないよということが実際

に言われていました。それよりは八戸市のアパートのほうがもっと安いのだと。で

あれば、もう八戸市のほうのアパートを借りて、八戸市に住んで、八戸市で仕事を

していたほうがいいと。やはりそういうふうな人たちをいかにして軽米町に住まわ

せるかというふうな考え方をしていかなければならない。その辺のところもやっぱ

り考えてほしいなと思います、非常に難しい部分だとは思うのですけれども。 

    ただ、若者世代住宅も萩田に１つ造ればいいのだではなく、やはり先ほど言った

上新町の住宅跡地、下新町の住宅跡地等もあります。あと、小学校の跡地等もあり

ます。やはりまずはどこかに１つ造ってみて、その後に、じゃあ次、どこかいいと

ころがあったらというふうな形でもいいのではないかなと。だから、まずはやって

みるというふうなことをぜひお願いしたいなと思います。 

    あと、若者定住促進プロジェクト、職員だけでやっているとは思うのですけれど

も、せっかく若者会議というのもあるようですので、逆に合同での懇談、協議とい

いますか、職員とやはり職員ではない人たちと一緒に協議するというふうな場もあ

ってもいいのではないかと。アドバイザーはアドバイザーでまた別ですけれども。

そういうふうな、もっともっと、職員だけではなく町民の方々のいろんな世代の方

の考えをやはり導入していく必要があるなと思いますので、その辺のところも検討

していただきたいというふうに思います。それも含めて最後、答弁お願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 副町長、江刺家雅弘君。 

             〔副町長 江刺家雅弘君登壇〕 

〇副町長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 

    ３月までに壊せばいいのだという、適当に考えているというわけではございませ

ん、ちょっと私の説明不足もありましたけれども。青少年ホームにつきましては、

結構古い建物で当初の図面がないということで委託業務を発注したのですが、今一
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生懸命設計屋から建物の図面を作成してもらって、今終わったと思いますけれども、

そういった部分で図面があれば割とすぐ、早く解体費用も出てくるかと思うのです

が、図面を起こす段階からスタートしているということでちょっと時期のほうが遅

くなってございます。なので、今ここで２月まで、１月に解体というふうなことは

具体的なことを申し上げられなかったので、遅くても３月までにはいずれ完了する

予定で今現在進めているということでございます。 

    それから、軽米町のアパートが高い家賃だということで、当然家賃についても同

じ家賃だと当然若い方も入れない、だから家賃を安くして、何十年か住んだら動産

を登記してあげますよといった一つのルールを今基本的には考えています。当然１

棟住宅というと、今は大体２，５００万円とか、それぐらいかかります。安い家賃

で考えていきますと、当然半分もしくは１，０００万円ぐらいは家賃としての費用

として回収はできない部分もありますけれども、そうなった場合にはいずれ費用対

効果、軽米町に移住してもらうということが、例えば１，０００万円回収できなく

てもすごい費用対効果があるのだというような部分で解釈をいただいて、そういっ

た住宅を建設していきたいと考えてございます。 

    モデル的に今、青少年ホームの跡地でも何でも造って、どんどん進めたほうがい

いのではないかということですけれども、当然１か所だけの今話しした、新町の上、

例えば青少年ホームの跡地でも当然、多分住宅の戸数は足りないと思います。大体

１０戸程度ぐらいは建てられるスペースなのかなと考えておりますので、できれば

最初のスタートをきちっとして、すぐ入居者があって、募集して埋まるようであれ

ば、１０戸建てたら次、じゃあ２０戸目というふうな形でどんどん増やしていって、

軽米町の人口が増えていけるような、そういった住宅の整備をしていきたいと考え

てございます。 

    また、若者会議という、そういった組織もあるので、そういった組織も活用して

やってはどうかというご意見でございました。そういった部分もいずれ職員の中で

いろいろ議論して、ここまで話をまとめたのだ、では若い人たちから、具体的にこ

んな住宅を今計画しているのだけれども、そのほかにどうだ、何か注文があるかと

いうような部分では、そういった方々からのご意見も聞かなければならないことも

必要なのかなと考えてございます。ただ、今そこまでは具体的に案が煮詰まってお

りませんので、そういった部分も含めていろいろ人気の出る、入居者がすぐ埋まる

ような、そういった住宅の整備を進めてまいりたいと考えております。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君） では、次の質問に移ります。２点目です。 
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    通いの場活動推進のために新設されました軽米町住民主体の通いの場活動補助金

交付要綱が４月１日施行され、今年度６０万円の予算措置がされております。政務

報告では、現在１件の申請をいただき、交付決定をしたと報告いただきました。 

    この活動補助金の内容について、またこの制度について町民への周知はどのよう

に行われているのか。４月２４日発行のお知らせ版には掲載されておりますが、そ

れだけなのか、お伺いします。 

    また、今年度ある程度の事業内容を想定されての補助金だと思いますが、その事

業計画についてお伺いします。 

    関連しまして、住民主体の活動であるトコかるの運営費も補助対象となると思い

ますが、トコかるの現在の活動場所は借家と聞きます。賃借料や施設の内容を考え

た場合、現状のままでいいのか。昨年公民館を廃止し、空き家状態となっている旧

軽米中央公民館の活用を検討すべきではないかと思いますが、お考えをお伺いしま

す。 

    以上、答弁方よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  中村議員の住民主体の通いの場活動補助金についてのご質問にお

答えいたします。 

    第９期介護保険事業計画におきまして、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、住まい・医療・

介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化と推進を

図ることを重点項目とする旨記載されております。 

    なお、地域包括ケアシステムでは、町などから公的なサービスや支援の共助や公

助だけでなく、自力で問題を解決する自助や、住民が互いに助け合う共助による支

えが重要との考えから、地域での支え合い活動を推進するため住民主体の通いの場

活動補助金を本年度新設したところでございます。 

    この事業は、子供から高齢者まで幅広い世代の住民が気軽に集い交流を図ること

で健康の保持増進や地域での支え合いの活動の体制づくりができるよう、住民が主

体となり自主的に通いの場を運営している団体に対して支援をするものでございま

す。 

    町全域の住民を対象として常設で週２回以上開設する通いの場に対しては月４万

円を上限に助成し、また常設ではなく、地区公民館等を会場として月１回以上実施

する通いの場に対しては開催１回につき３，０００円を上限に助成を行うものでご

ざいます。 

    補助対象経費といたしましては、家賃・会場借用費・消耗品等・燃料費など運営
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に必要と認められる費用としております。 

    本事業の周知につきましては、４月２４日の広報かるまいお知らせ版にて行って

おります。常設で通いの場を運営している団体からの申請がございましたので、そ

の１団体に対して補助金の交付を行っております。 

    今後につきましても、本事業のさらなる普及を図るため、事業の趣旨、内容の周

知を図ってまいりたいと考えております。 

    次に、居場所トコトコかるまい広場の活動拠点についてのご質問にお答えいたし

ます。 

    現在、居場所トコトコかるまい広場は空き家を借用して活動しておりますが、居

場所の運営については住民団体が行っており、町が直接管理しているものではござ

いません。本活動を立ち上げる際には、新潟県の空き家を活用している先進地事例

を参考として、長期に安定した運営を図ることが課題ではあるようですが、町内の

空き家を内見し、自分たちの活動の場として適当であると判断し、現在の場所にな

ったと聞いております。 

    本活動については、百歳体操や地域食堂など、子供から高齢者まで幅広い年齢層

の住民の皆様にお越しいただいているようでございます。 

    町では、今後とも住民の支え合い活動の輪が広がる取組を支援してまいりたいと

考えております。 

    活動の場として旧軽米中央公民館の活用を検討すべきではないかとのご提案でご

ざいますが、当該施設につきましては昭和３７年建築以来老朽化が著しいことから、

現時点で施設の使用や貸与等は考えておりません。 

    今後の活用につきましては、他の遊休施設も含め、公共施設の管理計画の中で検

討していくことが必要と考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  今の答弁をお伺いしますと、広報活動とすれば広報かるまいお知

らせ版で広報して、１件の申請があったということですけれども、果たしてそれだ

けでいいのかなと。というのは、私自身、この制度は非常にいい補助金の制度だな

というふうに理解しております。ですから、私の町内会でもこれを少しやってみよ

うかなというふうな話も出ております。ただ、それがどのような形でこの補助金の

制度内容を住民に知らせているのかがちょっといまいち分からなくて、私だけが先

行してもうまくないなと思いまして、もっともっといろんな立場の人、例えばやは

りこういうものを使う、各地区でやるとなれば自治公民館等が主体となるのではな

いでしょうか。であれば、やはり自治公民館の館長等に声をかけて、こういう制度
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がありますからやってみてはいかがですかとか、そういうふうな社会教育活動と一

緒になってやる必要があるのではないかなと。やはり実際やるとなれば社会教育活

動になってくるのではないかな、子供から高齢者までというふうなことですから。

ですから、その辺のところをもうちょっと考えてやっていただきたいなと思います

が、いかがでしょうか。 

    それから、トコかるに関しましては何か住民団体の活動だからと、町が関知して

いないということのような言い方されましたけれども、果たしてそうなのかなと。

やはりある程度の行政指導があってもいいのではないかなと。なぜ私がそれを言う

のかというと、あそこの施設、旧軽米中央公民館が昭和３７年にと言いましたけれ

ども、では今使っているトコかるの施設、あの建物はいつできたのでしょうか。あ

れだって似たようなところですよ、私も小さい頃から知っていますけれども。です

から、それと比較して何か旧軽米中央公民館は老朽化しているから使わないけれど

も、そういう民間の古い施設だったら使ってもいいよということは、果たしていか

がなものでしょうか。 

    あと、トコかるの運営主体として自主財源がどれだけあるのでしょうかというこ

とを私は気にしているのですけれども。というのは、その現在使っている施設に借

家料として払っていると。では、そのお金はどこから出ているのでしょうか。もし

かして、この補助金から出ているのではないでしょうか。そうなった場合に、果た

してそれは住民団体の活動だから町は関知しないではないでしょう。町の金をそっ

ちに使っているように思われると。その中身は、私はちゃんと正確には分かりませ

んよ。そこのところは、当然行政のほうで分かっていると思いますけれども。私は

その辺を気にしているということですので、そこをちょっともう一度お願いしたい

と思います。 

    というのは、あそこ自体、私も一度入ったことあるのですけれども、非常に狭い、

物がいっぱいある。果たしてあれで子供たちが土曜日に来ても遊べる環境にあるの

かなと、逆に言えば。また、トイレの状況はどうなのか、私は知らないのですけれ

ども。今の子供たちは水洗でなければ、洋式でなければ使えないというふうな人た

ちが多いと思いますけれども、そういう状況になっているのか、私は分かりません

けれども、その辺のところもちょっと詳しく教えていただければと思います。果た

してそれで適地な場所としていいのかなということをちょっと疑問に感じますけれ

ども、いかがでしょうか。この２点お願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 休憩します。 

午前１１時４６分 休憩 

――――――――――――― 

午前１１時５１分 再開 
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〇議長（松浦満雄君） 再開します。 

    答弁を健康福祉課長、竹澤泰司君。 

             〔健康福祉課長 竹澤泰司君登壇〕 

〇健康福祉課長（竹澤泰司君） ただいまの中村議員のご質問にお答えします。 

    広報、ＰＲ方法等につきましては、ご指摘のとおり広報かるまいお知らせ版で１

度広報したものでございます。今後につきましては、こちらの活動の輪が広がるよ

うに町のホームページ、かるまいテレビ、またご指摘いただきましたように自治公

民館長等の集まり等、機会を捉えてＰＲしてまいりたいと考えております。 

    こちらの財源ということでございますが、立ち上げにつきましては、町のチャレ

ンジ事業をご利用いただきまして設立というか開所したものでございます。こちら

は３年間の期間になりますので、今回補助金の期間が終わりまして、それに代わる

ものとして運営費の補助を行いたいということで、今回のこちらの補助事業、活動

補助金を立ち上げたものでございます。 

    自己財源といたしましては、バザーの開催または寄附等、そういうものが自己財

源となっているように伺っております。 

    町からも職員のほうが後方支援といたしまして、開所の際には参加していろいろ

後方のほうから支援させていただいているものでございます。 

    場所の選定につきましては、先ほどご説明いたしましたように、当事者の方々が

自分たちで内見していただいて、町内でこの場所でということで現在の場所に決ま

ったものでございます。 

    今後につきましては、運営している方々と連絡を密にし、どのような要望がある

のか、そちらについては相談しながら、今後とも後方支援のほうを行ってまいりた

いと考えております。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  いずれこの制度そのものを有効活用するためにはやはりいろんな

形での広報活動、それこそ横の連携ですよね。それこそ自治公民館の活動の内容に

なるのではないかと私は思います。ですから、ぜひ教育委員会事務局の社会教育関

係と一緒になって進めて、その地域を盛り上げてほしいなと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

    それから、トコかるに関しては、もう少しその団体の方々の実態を把握しながら、

少し直すべきところは直していくというふうな行政指導も加えてほしいなと思いま

すので、そこはお願いしたいと思います。 

    それから、あとそこで、同じところのようですけれども、地域食堂トコかるキッ
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チンが今年オープンされたと。同じトコかるの活動の一環だと思いますけれども、

これをやるにおいてでも、果たしてあの施設でいいのかなというふうなこと、果た

して保健所の許可も得ているのかなというふうな、逆に言えばね。そこはやってい

るかとは思うのですけれども、そういうふうなことも考えた場合に、果たしてあの

場所でいいのかなと。それこそ多くの人たちが一緒に一堂に会して食事する場所も

果たしてあそこにあるのかなというふうなことを踏まえると、やはり公共施設でも

空き家ですよね、旧軽米中央公民館は。あそこは古いから使わないと、それで果た

していいのかなと。逆に言えば使えないのではなく、使えるのではないですか、ま

だ。私はそう思います。月に１回でもいいです、週２回だけでもいいです。場所的

には駐車場もあるし。そういうふうな有効活用、公民館活動はそれこそ宇漢米館で

いいのでしょうけれども、そういうふうにただそれを、逆に言えば解体するとなっ

たら、それだけの費用を予算化できるのかどうか。それよりは、まだ使っていたほ

うがいいのではないかというふうに私は思うのですけれども、最後にそのことも含

めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 副町長、江刺家雅弘君。 

             〔副町長 江刺家雅弘君登壇〕 

〇副町長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 

    こども食堂ということで食事も提供しているのではないかというようなご意見で、

保健所の許可とか、そこの場所で問題があるのではないかということでございまし

たけれども、この食事につきましてはそこで例えば作って提供するとなると、当然

保健所の許可が必要となってくるものでございます。ただ、今現在は団体の方々が

多分、どこで作っているかまではあれですが、多分恐らく自宅だとかそういった部

分でとか何かで作って、いずれそこで作っているのではなくて、弁当とか何かを作

って持ってきてそこで提供しているということのようでございます。 

    こういった活動というのはいずれ必要だし、こういった活動が各地域にも広がっ

てもらえるということは非常にいいことだなと考えておりますので、先ほども課長

のほうから答弁ありました。いずれ今の場所での不便さとか何かそういった部分も

いろいろお聞きしながら、そういった部分で今後対応してまいりたいと考えており

ます。 

    また、旧軽米中央公民館はまだまだ使えるのではないかということでございます。

旧軽米中央公民館につきましては、使い方にもよるかと思うのですが、ただ何かの

形でまた再開して使うとなると、間取り、例えば２階の部分も階段しかない。そう

いった部分で、あとはいずれ補強しなければならない。そのままですと耐震の診断

をして補強工事を行わなければならない。あそこは造りが、いずれ下の部分はコン

クリートだと思うのですが、屋根の部分は木造ということで、あれを例えば改修す
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るとなると、安全性を考慮してきちっと使えるように改修をすると、耐震補強をし

て改修するとなりますと、いずれ７，０００万、８，０００万ぐらいの費用がかか

るのではないかと言われております。ただ、間取りはそのままという形になってく

るので、それよりですと、例えば解体をして、あそこを何らかの広場にして、それ

なりに複合、会議室とか何か設けたような複合施設を例えば整備するというのも一

つの案なのかなと思っておりますけれども、これにつきましてはいずれ様々、また

町民の皆さんからもご意見をいただきながら、あそこの跡地というか、活用方法に

つきましては今後検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦満雄君） それでは、ここでお昼休憩に入ります。 

午後 零時００分 休憩 

――――――――――――― 

午後 零時５７分 再開 

〇議長（松浦満雄君） それでは、午前中に引き続き会議を開きます。 

    一般質問を続けます。 

    中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君） それでは、３点目の質問に入ります。 

    今年の夏はハイキュー !!ファンの聖地巡礼で町中心部は大いににぎわっていると

感じたのは、私だけでしょうか。最近、軽米町ではお盆近くになっても帰省客も少

なく、以前と比べて町を歩いている人たちがほとんどいないなあと感じていました。

ですが、今年の夏は違いました。７月、８月にふだん見かけない若い人たちがグル

ープで町を歩いている姿が、ほとんど毎日のように見受けられました。軽米町にと

ってはすごいことだなと感じております。このすごいことが起きているのですが、

町のハイキュー!!聖地巡礼対応の予算が、対応等謝礼１０万円、休憩所借上料２４

万円とありました。今年の聖地巡礼で軽米町を訪れている人たちのにぎわいの数を

見れば、対応予算としては不足ではないでしょうか。せっかく遠くから来ていただ

いているハイキュー!!ファンの受入れとしては町の誠意が足りないように感じます

が、対応に不足がなかったのか、お伺いします。 

    町長は今年の７月、８月に軽米町を訪れているハイキュー !!ファンは何人ぐらい

と想定しておりますか、お伺いします。 

    軽米町の中心街を歩いている人たちのにぎわいはすごいです。このチャンスを生

かさない手はないと思いますが、町長はこのことをどのように考えているか、お伺

いします。 
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    答弁方よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君） 中村議員の聖地巡礼対応についてのご質問にお答えいたします。 

    まず、１点目の本年７月、８月に軽米町を訪れた人数ですが、かるまい文化交流

センターエントランスに設置した人気漫画の写真撮影スポットの来場者調べでは、

７月は６２１名、８月は２，１５２名となっており、令和６年２月からの累計で延

べ６，４４５人が訪れており、映画化をきっかけとして日本のみならず海外からも

多くの方が町を訪れております。 

    また、８月１７日にかるまい文化交流センター宇漢米館で開催した映画上映会に

も、約４００人が訪れております。 

    ２点目の現在のにぎわいをチャンスとして生かしていくことについてお答えいた

します。人気漫画、映画に出てくる風景に似た場所が当町にあるということで多く

のファンが訪れている状況を受けて、町では本年２月に映画配給会社と、８月には

出版社と漫画、アニメを活用した町づくり、にぎわい創出に向けた取組について協

議を行ってまいりました。 

    その中では、漫画の公式舞台は別にあること、当町は漫画との公式な関係性がな

いこと、作者の出身地も非公表としていることなどから、町が表立って漫画や映画

のタイトルを使った催しや情報発信等を行うことは著作権などの権利を侵害するお

それがある旨の指摘を受けているところであり、現時点では慎重な対応が必要な状

況となっております。 

    今後も、出版社をはじめとした関係企業に活用方法を継続協議し、有効な方法等

について引き続き検討してまいりたいと考えております。 

    また、関係予算については、議員ご指摘の来町者とバレーボールイベント等の実

施に関わる対応謝礼１０万円、有志が行う大町での集いの広場の借上料２４万円の

ほか、町内の街中探訪マップの印刷経費５２万５，０００円などを令和６年度予算

に計上しておりますが、今後必要に応じて補正予算などについても検討してまいり

たいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  ありがとうございました。いずれこの人数、７月６２１人、８月

には２，０００人を超えていると、非常にすごい数だなということはそのとおりだ

と思います。この手を何とかして生かして町づくりにつなげられればいいのではな

いかと思いますけれども、著作権の関係とかと言っていましたけれども、ただ町が
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関与するのか、団体といいますか、町民団体というか、そういうふうな人たちが自

主的にＰＲしていくというふうなやり方、ですから手法の考え方もあるのではない

かなというふうに思います。 

    私もこれを今質問するためにネットでちょっと見たら、確かに軽米町の行くとこ

ろを、軽米高校は何のモデルで、兼田商店は何のモデルでだとか、そういうふうな

ものが全部ついている。そういうふうな形で、逆に言えば民間の人がもう宣伝して

くれているというふうな状況であると。だから、それはそれとしていいのではない

かなと。 

    あと、私はお願い、お願いといいますか、やってほしいと思うのはやはり町民の

方々の協力といいますかね、やはり町民の方がどれだけハイキュー !!に関して、受

入れ態勢に対してどれだけの関わりを持っているのか。やはりこれだけの人が町を

歩いていれば、当然外国人等も来ていらっしゃると思います。私の友達が言ってい

ました。私はアメリカ人と友達になったよと、そのハイキュー!!で来た人たちと。

アメリカ人と今ＬＩＮＥの交換をしているのだよと。今はもう英語が簡単に日本語

に変換になって、会話が自由にできると。今度軽米町に来たら家に泊めたいと思っ

ているというふうなこと。ですから、そういうふうな人たちをもっと増やして、ハ

イキュー!!に対する理解を町民の方々に、多くの町民の方々に理解してもらう手だ

てといいますかね、そういうふうなものを何らか考えていっていただけないのかな

と。何か今のところ、役場は役場だけでやっているような感じがするのですけれど

も、その辺のところ、町民との接点をもう少し持ってほしいなと思いますけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

    また、モデルになっている各地区のところに対して、町からこういうふうな形で

モデルになっているようなのでお客さんが来ていると思いますけれども、その辺の

ところの対応をよろしくお願いしますとか、そういうふうな挨拶等もされているの

かどうか。ある商店はおかげさまでにぎわっていますというふうなことも言って、

助かっていますというふうなことも言っていましたけれども、そういうふうなとこ

ろもあるかと思います。ですから、そういうふうな形で町民の方々を味方につけな

がら、何とかそれをもっともっと盛り上げていくと。役場主導だけではなく、そう

いうふうな形になればいいのではないかなと。 

    今日、岩手日報の１面に北上市の聖地巡礼の記事が載っていました。ここでは市

役所というよりは観光協会が主体になって出ていたようですけれども、そういうふ

うな形での何らか、先ほど集英社等と交渉したら、町としてやられると何か著作権

の関係がというふうな話もありましたけれども、角度を変えてやるというふうなこ

とも考えていいのではないかなと思いますけれども、その辺のところをちょっと考

えてほしいなというふうに思います。 
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    あともう一つは、せっかくそれだけの人たちが来ていると、町を歩いてきていた

だいています。それこそ軽米の町から向川原を通って萩田のほうまでずっと歩いて

いると。自転車使う人もいるかもしれません。だったら、当然ほかのところも見る

のではないかと思いますけれども、軽米の町の景観もやはりそういうふうなところ

で見ていただいて、軽米町のよさ、魅力をその人たちに見ていただいて、それをま

た軽米町にはほかにももっといいところがあるよというふうなことをネットでまた

発信してもらうというふうな形で、ハイキュー!!だけではなく、新たな軽米町の魅

力発信にもつなげられればいいのではないかなと。私は一つには、例えば今はもう

使っていませんけれども、旧図書館の、昔のそれこそ昭和の歴史的な建物である図

書館の建物とか、木造建築物、またはその隣にある旧生活文化博物館、蔵ですね。

あそことか、例えばそこを休憩所にしてコーヒーショップにするとか、そういうふ

うなところでもああいう人たちは逆にそういうものを魅力に感じる人は魅力に感じ

て、それも情報発信していただけるのではないかなというふうな、やはり軽米の中

でもそういうふうなところがあるということを、今のこれをうまく町外からの人た

ちに情報提供して情報発信してもらうというふうな手だてを考えてほしいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。これについて、また答弁お願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 副町長、江刺家雅弘君。 

             〔副町長 江刺家雅弘君登壇〕 

〇副町長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 

    中村議員のご指摘の考え方は、当然そのような形でほかの町民の方も考えている

というのは十二分に理解しているところでございます。中村議員が言ったように、

様々なそういった他のボランティアではないけれども、町民の皆さんの協力だとか、

そういった部分もありますけれども、一番やはり、いずれこれはいいチャンスだな

ということで町も映画会社、集英社ともいろいろ協議しております。ただ、一番ネ

ックなのは、軽米町はとにかくハイキュー ! !の聖地ではない。ハイキュー ! !とい

う名前を使うだけで、もうグレーです。今、宇漢米館で写真スポットとか、それも

もうグレーです。言われています。県のほうからも、せっかくですから、県のほう

でも予算があるのだけれども、ハイキュー!!の記念館だとか、そういった県補助も

あるので、そういうようなものもどうですかということで前向きに、いや、それは

ぜひいいことだなと思って考えて集英社に相談したのですけれども、それはもう完

全にブラックです。とある商店でいろいろな食品、食事を何かハイキュー!!の名前

を使ってやっている。これも大げさに、大っぴらになっていくと、多分訴訟に発展

する問題だというようなことも指摘を受けています。ただ、行政だとか、商工会だ

とか、そういった団体でない部分は何とか目をつぶっているというような意見をい

ただいているところでございます。 
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    それにしても何とかハイキュー !!をもう少し活用した、町の交流人口の拡大に何

とかつなげたいなと思いましてお話ししているのですが、やはり大きな映画会社に

しろ、いずれ小さい自治体単位でなかなかそういった交渉とか対応というものをや

ったことがない、最低でも県単位だというようなお話もされて、なかなかあまり相

手にもされていないというような状況下の中で、何とかそういったやり方を模索し

たいなと思いまして、おとといですか、知事要望が二戸の振興局でありましたけれ

ども、１１項目の要望項目にはなかったのですが、そのほかの意見のところで、私

も実際こういったハイキュー!!のファンの方々が原作本に似たスポットということ

で情報を得て軽米町に訪れている、何かそういうふうなものを使ってということで、

今お話ししたようなこともお話ししました。県のほうからも、何とか県もそういっ

たノウハウを持った方、ルートではないけれども、何かそういったことに精通した

方とも相談したりしながら、県も何とか力になっていきたいというようなことで、

昨日振興局の副局長から直接電話をいただいてそういったことも言われています。 

    なので、いずれ何とかやっていきたいという思いはあるのですが、なかなかそう

いった部分がない。ただ、そういった聖地巡礼に似た場所に来ている人に対して、

町民の方に来ているので対応とか、挨拶だとか、そういった部分もお願いしてはと

いうふうな意見もございましたけれども、いずれにしろ何とかひとつその方法を、

解決する方法を何とか見いだしていきたいなということで県のほうにもちょっとお

願いしたところでございます。 

    一つ言えることは、映画会社のほうからは、最低まず１，０００万円は使用料、

例えばそういった映画の中のやつ、そのほかに売上げの６％、これも５００万円、

３００万円ではなくて、やっぱりある程度１，０００万円単位の金額というふうな

大ざっぱな話を伺っております。なかなか、非常に費用もかかる。ただし、県のほ

うにもその話をしました。何とかそういった費用もかかる分は必要かもしれないけ

れども、何か、例えば別な形でというふうなことも、県のほうも前向きに考えてい

きたいというような意見もいただいておりますので、引き続きそういった部分を活

用して何とか交流人口の拡大を図れるように考えていきたいと考えているところで

ございます。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  ありがとうございました。なかなか難しい部分もあるなというふ

うなことは感じましたけれども、確かにその中で岩手日報のこの今日の記事に、集

英社公認のショップが初出店するというふうな言葉があって、だからこの集英社公

認というのはどういうことなのかなということも勉強されてはいかがかなと思いま
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す。 

    今回これだけの人たちが来ていて、特に外国人が非常に多いというようなことは

聞いていました。そこで、外国人の人たちが来ることによってのトラブル的なこと

がなかったのかどうか。それらに対する対応の仕方というふうなことはどのように

されたのか。何か聞くところによると、何かやっぱり切符等の関係とか、バスで来

た人たちとか、タクシーに乗った人たちが何かカード支払いとか何かで、何かいろ

いろトラブルがあってというふうな話も聞いたりしているのですけれども、その辺

のところはお聞きになっていないでしょうか。 

    また、外国人が来るとやはり言葉の障がい等もあったりして、なかなか言葉が通

じなくてそういうトラブル的なところもあったのかなと思ったりしていますけれど

も、中国人とか、台湾人とか、そういう東南アジア系等の人たちも結構あるみたい

ですけれども、逆に言えばそういうふうな人たち等にどのように対応すればいいか

というふうなことも勉強していく一つの手だてを考える必要があるのかなというこ

とを一つ思いますけれども、それはいかがでしょうか。 

    あともう一つですけれども、軽米町だけではなく、やはり何かネットを見ると、

来るときは二戸市に降りて、二戸市からバスに乗って軽米町に来ればいいのだよと。

泊まるところも、二戸市のホテル等も紹介されているようです。そういう形で軽米

町だけではなく、二戸市とか広域的な、そういうふうなネットワークというふうな

ものもちょっと構築するような手だてを考えてはいかがかなと。軽米町から二戸市

に行く、軽米町に泊まるところがないときは軽米町からバスに乗っていく。そのと

きにはどのような手だてで行って、どこのホテルに泊まればいいかとか紹介すると

か、そういうふうなことも必要ではないかなと思ったりしているのですけれども、

そういうふうな軽米町だけではなく、そういう近隣の広域的な市町村とのネットワ

ークの構築というふうなことも考えてよろしいかと思うのですけれども、その辺は

いかがでしょうか。 

    以上、質問を終わります。お願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 副町長、江刺家雅弘君。 

             〔副町長 江刺家雅弘君登壇〕 

〇副町長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 

    海外から来ておられるファンの皆さん、私も結構いるなということで理解してい

るところでございます。細かい、例えばそういった言葉が通じない部分での何かト

ラブルというのはあったのかもしれませんが、ただ直接大きなトラブルが発生した

ということは、こちらのほうではちょっと確認しておりません。ただ、いずれなか

なかそういった通訳だったりできる方がいないので、そういったちょっとしたトラ

ブルというのはあったかと思います。 
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    その中で、町のほうでも今、原作本に似たスポットということで一応マップも作

成してお配りしてはいるのですが、それについてもハイキュー!!という言葉を一切

使わないで、今地域おこし協力隊の中で非常に英会話教室もやられる方があって、

できればそういった方々に分かる英語版のそういったマップの作成ということを今

依頼しているところでございます。ただ、それについても正式にどういった言葉で、

どういった形で出していけばいいのか、それらも全てグレーゾーンだと。二戸市に

あるホテルの件についても、これもグレーゾーンなので、あまり大きくなってくる

と、多分何も許可を得ないでやっていると、恐らく訴訟の話になってくるのかなと

いうふうな形でおります。 

    一番いいのが、ネットワークを通じて、いずれそういった形でやれれば一番いい

のですが、いずれとにかく今の現段階ですと、あとは県のそういった方とちょっと

協議もしながら、そういったノウハウを持った方等の意見もちょっと参考にしなが

ら、何とか町の活性化につなげていけるように今は努力しているというところでご

ざいますので、大変申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いしたいと

思います。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  ありがとうございました。大変なようですけれども、何とか町の

活性化のために頑張ってほしいと思います。 

    では、４点目の質問でございます。今年も恒例行事として８月１５日、かつての

成人式が二十歳のつどいとして開催されました。今年開催の二十歳のつどいと、こ

れまでの成人式との違いは何でしょうか。 

    成人とは、今では法律が改正され、１８歳が成人ではないでしょうか。二十歳の

つどいを開催する意図は、開催の趣旨をお伺いします。二十歳を祝う会を開催する

のであれば、それなりの開催目的があると思うのですが、どのような考え方なのか、

お伺いします。 

〇議長（松浦満雄君） 教育長、小林昌治君。 

             〔教育長 小林昌治君登壇〕 

〇教育長（小林昌治君）  中村議員の二十歳のつどいについてのご質問にお答えいたしま

す。 

    まず、１つ目の成人とはという点でございます。成人年齢は、若者の自己決定権

を尊重し、社会参加を促進することを目的として、民法の一部が改正され令和４年

４月１日から満１８歳に引き下げられております。 

    その際、今後の成人を祝う会の在り方について検討した結果、１８歳を対象に実
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施した場合、高校在学中の生徒が多く、進学、就職等の進路選択の時期と重なるこ

とや、多くの方が集まりやすい時期とすること、対象者へのアンケート、ほかの市

町村の実施状況等を総合的に判断し、これまでの成人式同様、２０歳になる方を対

象とし、内容は従来の成人式に準じて、名称を二十歳のつどいに変更して実施して

いるものであります。 

    次に、２つ目、３つ目のご質問についてお答えします。二十歳のつどいの開催趣

旨につきましては、これまでの成人式と同様、軽米町内在住並びに軽米町出身の二

十歳を迎える方々が一堂に集まり、人生の節目を迎える喜びと、これまでお世話に

なった方々への感謝の気持ちを確かめ合うとともに、その責任と自覚を促し、積極

的な地域社会に貢献する目標を設定する機会とすることとしており、本年度もその

趣旨に沿った式典が挙行できたものと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  ありがとうございました。成人に関しては１８歳に年齢が引き下

げられたけれども、現在では従来どおり二十歳の人を対象にした式典を行う自治体

が多いというのが現状のようです。確かに今年の新聞を見ますと、近隣の市町村等

夏の成人式をやるところはそのようなところであると。 

    そこで１つお伺いしたいのは、これ多分岩手県教育委員会等が指導機関ではある

かと思うのですけれども、岩手県教育委員会等ではその辺のところをどのようにお

話しされているのか。 

    別に二十歳のつどいをやってはいけないよとか、そういうふうなことを言ってい

るわけではございませんけれども、やはり内容そのものが何のためにやるのか、き

ちっとした目的意識がなければならないのではないかなと。果たして二十歳のつど

いといえば、集いというのはどういう意味を持つかというと、仲間と交流する機会

というふうに意味的にはあるようですけれども、それはそれで、今年も六十何人中

かなり多くの方々が参加していると、いつもよりは多いなというふうなことを感じ

ました。これは非常にいいことだなと思います。それだけやはり軽米町に戻ってき

て仲間と交流する機会を持ちたいというふうに思っている人たちが多いのだなとい

うふうなことを、私自身も感じました。 

    だったら、これはそれで、だからそれのそういう気持ちを持った人たちにどうい

うことをすればもっと喜んでもらえる内容になるのか、そういうふうなことをやは

り考えてほしいなと。果たして今回、この二十歳のつどいをやるときに、行政主導

でだけでやったのか、または二十歳の対象者の人たちから集まっていただいて、ど

のような内容にしたらいいかという話合いを持ったのかどうか。その辺のところは
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どのような形で進められたかを含めてお伺いしたいというふうに思います。 

    いずれこのしおりを見たときに、一番最後に成人証というのがありました。これ

は前からのやつですよね。果たしてこれ成人証というのはここに出すのが適当なの

かどうかというふうなことがちょっと私は疑問に感じたと。やはりこれは前からの

二十歳であれば成人証ということで贈っていただいていたようですけれども、その

辺のところ、１８歳で成人と言っている。ただし、アルコールとか、たばことかは

まだ、二十歳にならないと駄目だよという、これらがあるかとは思うのですけれど

も、その辺のところをちょっと区分けして、行政であればその辺を区分けしながら、

目的をはっきりとした形で行事を進めるということも大事なのではないかなと思い

まして質問させていただきました。よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 教育長、小林昌治君。 

             〔教育長 小林昌治君登壇〕 

〇教育長（小林昌治君） ただいまの質問についてお答えいたします。 

    岩手県の考え、それから岩手県の指導はないのかというご質問ですが、それぞれ

の自治体のほうに任せられている行事というか、催しになるのかなというふうに思

います。旧成人式の持ち方について指導等があるということは、私自身は承知して

おりません。 

    それから、つどいの持ち方ということで、集いといったら自主的なというか、実

行委員会形式等も考えられるのではないのかなという、そういう内容での質問かと

思います。どういう形であれ、儀式の部分というのは当然必要だと考えております。

それから、市町村によっては対象者の代表が実行委員会を設けて内容等を考え、進

行等をしているということも聞いてはおりますが、軽米町の実態を考えた場合に、

対象者の人たちで実行委員会を設けて進めていくということにはかなり負担感があ

るのかなという思いは持っております。したがって、行政主導で全てやるという、

そういう意味ではございません。従来から軽米町の成人式及び、昨年度から二十歳

のつどいという形で実施しているのですが、コロナ前のときから中学生、高校生の

ボランティアに進行等をお手伝いしてもらっています。その子供たちの感想からい

うと、二十歳のお祝い対象者の凜とした先輩の姿を見て感動しましたという言葉が

多く聞かれます。そういうことで次の成人式、成人につながっていくのかなという

ふうに私自身は思っております。 

    あと、内容につきまして、例えば今年度の場合、成人対象者の方々から、高校時

代からやっているのでつどいの閉会後にバンド演奏をさせてくれないかという申出

がございました。ありがたいことだなというふうに思っております。自分たちの青

春時代というか、高校時代にやっていた活動をみんなの前でもう一回披露したいと、

そういう強い願いがあったようです。そういうことについては、こちらのほうでも
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ぜひお願いしますという形で入れて、対象者の人たちが感動するようなというか、

懐かしむ、それから集まってよかったなと思える内容にするように、門戸を広げて

待っているという部分です。 

    ただ、こういうことをやってくださいと強制するとなかなか、頼まれた人たちに

とっては負担感が大きいのかなと思いますので、今回あったようなことが後輩に伝

わり、自分たちもという声が出てくるのはありがたいことだなというふうに、私自

身は思っております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  この二十歳のつどいについては一つの私は問題提起をしたという

ことで、やはりただ単なる、今までやってきたことをそのままやるということでは

なく、やはり１８歳の成人というふうなことを踏まえた上で、では二十歳のつどい

はどうすればいいかということを、一つの考え方を、きちっとした考えを持って催

しを企画するというふうなことをぜひやっていただきたいなと。 

    最後に、私もあのときかるまいテレビで見たのですけれども、座・宇漢米の演奏

の後に何だか自主的なグループのバンド演奏があったと。こういうことが実際自分

たちでもそういうことをやりたいと思っている人たちがいる。だから、それらをも

う少し先取りというわけではないのですけれども、そういう対象者等ともう少し接

点を持って、そういうふうな話を何か持ってやれば、そういうものが事前にもう企

画の段階からそれができたのではないのかなと。 

    その対象者に対して集まっていただくのが負担だと言いましたけれども、今は逆

に負担ではないのではないのでしょうか、昔とは違って、交通の便がいいし。最近

は軽米町にはいなくても、八戸市とか、盛岡市とか、仙台市とか、そういうところ

からは土曜日になれば軽米町にすぐに戻ってこられるような距離でもあるし、交通

機関もある。そういうふうなことを考えれば、昔とは違って、今いつでも軽米町に

戻ってこられるような状況にあるのだということを考えれば、実行委員会をつくっ

てやるということも可能ではないかなと私は思います。ただ、あとは企画する担当

者のやる気次第だと思いますので、ぜひ考えていただければなと思いまして、これ

については終わりにして、次の質問に入らせていただきます。 

    次、５番目の質問です。長期欠席や不登校児童・生徒への通常登校に向けたファ

ーストステップとして、４月末に教育支援センターを旧軽米幼稚園に開設したとの

ことですが、開設後の運営状況についてお伺いします。 

    また、軽米町における不登校の現状についてお伺いします。その不登校の要因は

何であるのか、どのように捉えているのか、お伺いします。 
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    教育支援センターの開設場所は旧軽米幼稚園でいいのか、児童クラブとの重なり

とはならないのか。教育支援センターの利用者にとって、果たして場所としてふさ

わしいのか疑問を感じるが、いかがでしょうか。 

    現在は少子化により各学校とも空き教室も多くあると思いますが、各学校施設で

の開設は考えられなかったのか、お伺いします。 

    以上、答弁方よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 教育長、小林昌治君。 

             〔教育長 小林昌治君登壇〕 

〇教育長（小林昌治君）  ただいまの中村議員の教育支援センターについてのご質問にお

答えいたします。 

    １点目の軽米町の不登校の現状とその要因をどのように捉えているかについてお

答えします。令和６年度の１学期の終了時点におきまして、１５日以上の欠席数に

達した小学校児童はありませんでしたが、中学校生徒は９名となっております。 

    要因といたしましては、全国調査によりますと、無気力、不安、生活リズムの乱

れ、遊び、いじめを除く友人関係が上位となっているという調査結果があります。

軽米町の状況につきましても同様であります。多様な要因が作用して、その状態に

至っているものと考えてございます。 

    ２点目、開設場所に関するご質問にお答えいたします。町では、教育支援センタ

ーの開設に当たり、ほかの児童生徒との対面を嫌がる子供に配慮し、学校内の空き

教室等を利用する校内型ではなく、旧軽米幼稚園を活用した校外型のセンターとし

たところでございます。 

    旧軽米幼稚園では、平日の放課後に児童クラブを開設しておりますが、教育支援

センターの開設時間を午前８時５０分から午後２時５０分とし、重ならないように

調整しております。 

    学校の空き教室利用のご提言がございましたが、今後の状況を注視し、校内型の

支援センターの設置の必要性等を見極め、検討してまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  ６月にもちょっとお伺いしましたけれども、不登校の状況が令和

５年度よりも改善されているというふうに、今の数字を見ると、そういうふうに理

解してよろしいのかどうか。 

    ただ、今答弁の中には教育支援センター開設後の運営状況がどのように、どのよ

うな利用者があってというふうなことが全くないので、その運営状況について再度

答弁をお願いしたいと思います。 
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    以上、再質問のほう、よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 教育長、小林昌治君。 

             〔教育長 小林昌治君登壇〕 

〇教育長（小林昌治君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

    まず最初に、現在の教育支援センターの運営状況ということにお答えいたします。

利用者につきましては１名でございます。通級の足の関係で、週１回利用しており

ます。以上がまず現在の利用状況でございます。 

    あと、支援センターを開設したことにより改善されているのかということですが、

今年度の欠席の数は先ほど報告したとおりでございます。不登校というか、学校に

足が向かなくなるというのは、夏休み以降に増える傾向にあるのが例年のことです。

安心はされないというところで、学校にもきめ細かな生徒観察と、あと教育相談等

をお願いしているところでございます。 

    数として改善されているということは言えると思っておりますが、問題は数だけ

ではなく、登校するのに渋っているというか、なかなか教室に入れない子供、学校

には通えるけれども、別室で勉強している子供もございます。そういう子供たちに

寄り添って、困っていること、悩んでいることをよく聞いてやるという、そういう

体制を支援してあげることが教育委員会事務局のこの業務に関する大きな役割だと

思っております。 

    そういう面では、現在校外型の支援センターを担当している先生も、通所してい

る子供がいないときは中学校での支援を行ってもらっております。そのことで別室

での子供たちの様子も改善されてきているということは、学校のほうから伺ってお

ります。 

    急に数字がこうなりましたとかというのではなくて、子供たちが笑顔で通える、

そういう生徒が増える、そういう時間が増えるということを目標にしてもらって、

今運営しているところでした。そういうことでご理解願えればと思います。 

    以上です。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  いずれ不登校の問題は、長年大きな問題であるのではないかなと。

全国的にもそういう問題があると。新聞にも掲載されていました。公立校の居場所

づくりというふうなことで、文科省のほうでも補助金を出しているというふうなこ

ともあるようですけれども、それが軽米町の場合は空き教室でなくて、ほかの校外

型というふうなことでやっているということで、現在１名の利用者であると。 

    そこで、ちょっと話は別に、別でもないような気がするのですけれども、私たち

がやった懇談会の中で、うちの子供が不登校であると、ほかのほうにはフリースク
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ールというのがあるようだけれども、軽米町でもフリースクールがあればいいなと

いうふうな要望がありました。今やっている教育支援センターは、一つには校外型

フリースクールと呼べるのかどうか。私もよく分からないのですけれども、この辺

はどのように理解してよろしいか、教育長から最後お伺いします。 

〇議長（松浦満雄君） 教育長、小林昌治君。 

             〔教育長 小林昌治君登壇〕 

〇教育長（小林昌治君） ただいまの質問についてお答えします。 

    現在開設している支援センターはフリースクールと言えるのかというところです

が、フリースクールにも様々な内容があるというふうに承知しております。全くそ

の場所に来て自由に過ごすと、あるいは主催者がいろんな遊びを企画として、それ

に参加しながら生活すると、そういう内容でやっているところもあると思います。

そういう内容での意味であれば、若干内容は違うのかなと思います。もちろん、あ

る部分自由な時間で、学習内容とか本人が決めると、要は生徒が自分でやることを

決めて、自分でこの時間に帰りたいと自己決定して、それを静かに見守ると。自分

の意思で通級して、自分の意思でやることを決めて、自分で帰り時間も決めて、帰

るときはしっかり挨拶して帰ると、そういうことからまず始めております。 

    フリースクールには、先ほど申しましたとおり、様々な形態があると思います。

まず民間でやっているところで、様々な実践が行われているのは承知はしておりま

すが、現在軽米町でやっているのは内容的にはそういう形でやっております。した

がって、勉強したければ、それについて指導の先生が教えるという形になっており

ます。 

    以上です。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君） ６点目の質問に入りたいと思います。 

    教育長は、今年３月定例会での教育行政方針で、町民体育祭に代わる町民全体で

取り組める催しの企画を進める、町総合体育大会の種目や参加資格の見直しを進め、

より多くの町民が参加しやすいように検討を図り、スポーツによる地域のコミュニ

ティーづくりに努めると演述しました。 

    町民体育祭に代わる町民全体で取り組める催しの企画の進捗状況をお伺いします。 

    また、軽米町総合体育大会は廃止されたようですが、廃止についての町民への周

知方法はどのように行われたか、お伺いします。 

    また、スポーツによる地域づくりをどのように進めようとしているのか、お伺い

します。 

    以上、答弁方よろしくお願いします。 
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〇議長（松浦満雄君） 教育長、小林昌治君。 

             〔教育長 小林昌治君登壇〕 

〇教育長（小林昌治君）  ただいまの中村議員の生涯スポーツの振興についてのご質問に

お答えいたします。 

    １つ目の町民全体で取り組める催しの企画の進捗状況についてお答えいたします。

現在、軽米町体育協会より、かるまい・スポーツフェスタ（仮称）との名称で生涯

スポーツ行事開催の提案を受けております。住民の健康増進及び競技力の向上も併

せ持ったイベントとして企画され、その開催に向けた協議に参加しており、町体育

協会と連携しながら、開催に向け協力と支援の方法について検討しているところで

ございます。 

    ２つ目の町総体の廃止について、町民への周知方法についてのご質問についてお

答えします。令和５年度におきまして、検討会議を開催し、各地区からのアンケー

ト及び各地区の代表の方々との協議により、町民体育祭の中止と総合体育大会の中

止を決定いたしました。 

    その際の周知につきましては、各チームの代表者及び協力依頼先の軽米中学校、

軽米高等学校に文書にて大会の中止をお知らせし、令和５年９月１３日発行の広報

かるまいお知らせ版で住民の皆様にお知らせしております。令和６年度以降の大会

廃止のお知らせにつきまして、４月２５日付で各チームの代表者の皆様に文書にて

お知らせいたしたところでございます。 

    ３点目のスポーツによる地域づくりをどのように進めようとしているのかについ

てお答えいたします。町総体の各競技及び町民体育祭の中止につきましては、住民

の高齢化、人口減少、価値観の多様化など、複数の要因により地区単位での参加が

難しくなったことにより開催できないとの判断に至ったものであります。 

    今後におきましても、従来の住民が多く集まるイベント的スポーツ行事の開催に

つきましては難しいと考えております。各競技団体が本年度実施した大会において

も、地域の枠を超え、友人同士などで参加するなどの工夫を加えて開催しており、

新たな形での大会運営を試みている団体もございます。 

    スポーツによる地域づくりの考え方といたしましては、今後主流になると予想さ

れる個人や家族単位、職場や愛好者の集まりなど、少人数での活動をどう地域づく

りに結びつけていくかという部分が大きな課題であると認識しており、各競技団体

等と話し合いながら、今後の在り方につきまして検討している状況であります。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  片やスポーツによる地域づくりを進めるという言い方をしたり、
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町民体育祭に代わる住民の催しの企画をやると言ったり、しかし片やもう地域単位

では参加できない。ですから、個人とかグループで参加するという答弁、今までの

何回か、私もいろいろスポーツ関係を質問しておりますが、答弁があちこち行って、

どれが本当なのか、ちょっと私も分からないという状況です。実際、今、非常に軽

米町の生涯スポーツの状況は、もうほとんど進んでいないというふうに私は捉えて

おります。ですから、何とかして教育委員会事務局も動いてほしいなと。体育協会

は体育協会なりに今考えてはいるのですけれども、今一番のネックは地域単位とい

うか、スポーツによる地域づくりというのは非常に大きな成果を上げてきたのでは

ないかと。やはり軽米町の生涯学習の推進のテーマとして、町づくりは地域づくり、

人づくりというふうな言葉がございます。というふうなことで、町民体育祭とか町

総合体育大会の地域単位での活動というのは、非常に大きな役割を果たしてきた。

それがもう中止になって、もう廃止になったと。そのことによって、各地区のスポ

ーツ振興会とか体育振興会等がもう解散しましたよというふうなことが、あちこち

から聞こえてきております。これを再構築するというのは、まずなかなか難しい。

ですから、町行政として地域づくりを進めようとしたときに、果たしてどういうふ

うな内容で進めようとするのか、非常に厳しい状況にあるのではないかなというふ

うに思うわけですけれども、現在各地区のまだスポーツ関係の組織が残っている地

域というのは幾らぐらいあるのか。もうなくなって、解散して全く全然復活できる

状況でない状況なのか。その辺のところをどのように把握しているか。 

    あともう一つは、私も体育協会の人間ですけれども、相談してとかとよく言われ

ていますけれども、私にほとんど相談されたことがございません。やはりもっとも

っとそういう体育協会と、総合体育大会を廃止するにしたって、総合体育大会の種

目というのは全て体育協会の競技団体です。それをなぜ廃止するのか。それは当然、

体育協会に諮ってから中止決定するべきことだったのではないのか。果たしてその

辺のやり方といいますか、あまりにも勝手にというか、行政が勝手にもう進めてし

まっているというふうなのが現状だというふうに、もっともっとやはり競技団体と

か、そういうふうな団体の人たちとのコミュニケーション、そういうふうな相談、

協議というふうなことをもっともっとやらなければ、町は全然進めなくなるのでは

ないかなと思うわけですけれども、その辺のところを含めて再度答弁お願いいたし

ます。 

〇議長（松浦満雄君） では、ちょっと休憩します。 

午後 １時５１分 休憩 

――――――――――――― 

午後 １時５２分 再開 

〇議長（松浦満雄君） 再開します。 
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    教育長、小林昌治君。 

             〔教育長 小林昌治君登壇〕 

〇教育長（小林昌治君） ただいまの質問にお答えいたします。 

    地域に体育振興会として今現在残っている地区数については、この場で数を報告

できません。申し訳ありません。特別委員会のほうで報告させていただきます。 

    今年度、地域で体育に関わるイベントを持ちたいということでお知らせがあった

のは、１地区ございました。８月に地区での運動会を開催したいということで、案

内をいただいた件がございます。地区独自でそういう活動をまだできる地区もある

ように思っております。大変申し訳ございません。 

    それから、様々な今まで長い歴史を持って培ってきたそういう行事等見直しの場

合、体育協会と綿密な連絡調整があって判断をするべきではないかということにつ

きましては、そこの部分が不足していた部分については謙虚に受け止めたいと思い

ます。十分なそういう連絡等がなかったという部分について、おわびしたいと思い

ます。 

    いずれ、その町民体育祭等につきましては、代表者の会議の中での考えが第一だ

ということで進めたことでございます。 

    以上、答弁といたします。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君） では、最後に１つ、要望も含めて質問させていただきます。 

    体育協会に関してという、これはもう愚痴になりますので、これ以上のことは言

いませんけれども、いずれ現在も体育担当の職員も休んでいるというふうなことを

聞いて、非常に残念だなと思っていました。以前、私提案したことがあったのです

けれども、宇漢米館にもトレーニング室もできていますし、やはりスポーツを指導

する、そういうトレーニングを指導するような専門の指導員等を設置するべきでは

ないのかなというふうなことを提案したことがございます。ぜひそういうふうな方

を採用して、併せてスポーツ振興にも進めていただければなと思いますけれども、

やはりある程度のスポーツに関しての専門知識を持った人がやっていただければ、

また違うのではないかなと思います。 

    あわせて、社会教育主事が現在どのような形で社会教育、生涯学習の推進を進め

ているのか、それも関連でお伺いしたいと思います。最後の質問になります。 

〇議長（松浦満雄君） 教育長、小林昌治君。 

             〔教育長 小林昌治君登壇〕 

〇教育長（小林昌治君） ただいまの質問についてお答えします。 

    まず、一番最後にご質問のありました社会教育主事の部分のご質問ですが、社会
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教育主事としての発令はないということでございます、現在。 

    それから、ご指摘のありました生涯学習担当のほうの職員に体育関係の専門的な

知識を持った職員の配置をというご意見でございますが、町の当局のほうとも相談

しながら進めてまいりたいと思います。貴重なご意見として伺っておきます。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君） 最後の質問、７点目の質問、お願いいたします。 

    令和４年８月に岩手県への損害賠償請求の裁判を起こしてから２年以上が経過し

ました。今年３月にも答弁していただきましたが、その後６か月経過しております

が、その後の裁判の進捗状況についてお伺いします。 

    裁判も長期間となり、誰のための裁判なのか、疑問を持ちます。損害賠償請求事

件の訴えは、被告として岩手県とともに町民も含まれていることを忘れてはならな

いと思います。軽米町民は一日も早い解決を望んでいることを忘れないでほしいと

思います。 

    以上、答弁方よろしくお願いします。 

〇議長（松浦満雄君） 町長、山本賢一君。 

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  中村議員のかるまい文化交流センターの裁判の状況についてのご

質問にお答えいたします。 

    かるまい文化交流センターの建設現場において出土した医療廃棄物処分に係る損

害賠償請求事件の裁判につきましては、本年３月の定例会において、１月３１日に

第８回期日が行われ、双方とも相手方の主張に対する反論を記載した準備書面を提

出したところである旨の報告を行いました。 

    その後、３月２５日、６月１３日、８月２３日と計３回の期日が行われ、双方の

主張に対する準備書面を提出してきたところであります。特にも６月１３日に行わ

れた第１０回期日においては、裁判所からの要請に基づき、原告、被告が廃棄物埋

設状況について、それぞれの視点に基づき写真ごとに説明文を付した書面を作成、

裁判所において裁判官に対し説明をしたところでございます。 

    裁判所に訴状を提出してから８月で２年を経過したところですが、この間県は６

回、当方は１０回の準備書面を提出してまいりました。 

    今後は、双方の主張立証がおおむね出そろったと裁判所が判断した時点で、和解

を含む今後の方向が示されるのではないかと考えられますが、いつ結審とするかは、

あくまで裁判所の判断に委ねられているところであります。 

    多くの町民の皆様も裁判の進捗については静かにその行方を見守っていただいて
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いるものと思われ、少なくとも長期間にわたることが疑問である旨の声は町当局に

は一切寄せられてはおりません。 

    町としては、本来被告県が負担すべきであったとして損害賠償請求しているもの

であり、今後も最後まで勝訴に向けて万全を尽くしてまいりたいと考えております

ので、ご理解をお願いいたします。 

    以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村正志君。 

             〔６番 中村正志君登壇〕 

〇６番（中村正志君）  今の答弁のそのとおりだと思いますので、これ以上のことはない

のですけれども、１つだけ。これの損害賠償請求の、最初私もかるまい文化交流セ

ンターと言いましたけれども、かるまい文化交流センターの裁判だと言っていいの

か、旧かるまい交流駅（仮称）と言っていいのか、ちょっと私も迷いましたけれど

も、裁判だったら、逆に言えば前の工事名のかるまい交流駅（仮称）にして、かる

まい文化交流センターは新しくなって裁判とは別だよというふうにしたほうがいい

のか、その辺のところを区分けしてもいいのかなと私はふと思いましたけれども、

いかがですか。最後の質問になります。 

〇議長（松浦満雄君） 副町長、江刺家雅弘君。 

             〔副町長 江刺家雅弘君登壇〕 

〇副町長（江刺家雅弘君） ただいまのご質問についてお答えいたします。 

    中村議員、先ほどご指摘されました。私も以前の資料を見なければ分かりません

が、正式な名前がございます。かるまい文化交流センターとかそういった文言は使

われていない事件の案件という形になってございます。ですので、今後、例えばそ

ういった場合には、きちっとした案件名、事件名というような形であれしています

ので、そういった名前で、答弁とかそういった部分についてもそういった形で使用

してまいりたいと考えております。 

    以上でございます。 

〇議長（松浦満雄君） 中村議員、よろしいですか。 

〇６番（中村正志君） はい。 

〇議長（松浦満雄君） 以上をもって本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ◎散会の宣告 

〇議長（松浦満雄君） 次の本会議は、９月６日午前１０時からこの場で開きます。 

    本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

（午後 ２時０４分） 

 


